
藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

五
三

藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

付
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
に
つ
い
て

神
田
邦
彦

は
じ
め
に

　

日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
と
秘
曲
の
相
伝
は
、
承
和
の
遣
唐
使
の
時
、
藤
原
貞
敏
が
渡
唐
し
て
琵
琶
を
学
び
、
三
秘
曲
（
楊
真
操
・

流
泉
・
啄
木
）
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
―
―
。
こ
う
し
た
歴
史
観
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
っ
た
琵
琶
の
歴
史
物
語
『
文
机
談
』
や

『
平
家
物
語
』
諸
本
に
見
え（
１
）、
近
年
ま
で
ほ
と
ん
ど
事
実
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た（
２
）。

　

し
か
し
、
こ
こ
数
年
、
貞
敏
が
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
琵
琶
の
三
秘
曲
が
、
じ
つ
は
院
政
期
に
宋
か
ら
伝
来
し
た
り
、
日
本
で
編
曲
・

作
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
、
複
数
の
研
究
者
か
ら
指
摘
さ
れ（
３
）、
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
根
本
か
ら
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。

　

筆
者
は
、
先
の
説
話
文
学
会
二
〇
二
一
年
度
大
会
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
歴
史
観
の
登
場
が
院
政
期
で
あ
り
、
ま
た
秘
曲
が
文
献
上

に
登
場
す
る
の
も
院
政
期
で
あ
っ
て
、
か
つ
は
琵
琶
の
家
が
登
場
す
る
の
も
院
政
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
琵
琶
の
名
手
を
輩
出
し
た
家

が
、
次
第
に
琵
琶
の
家
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
く
中
で
、
秘
曲
が
登
場
し
、
秘
曲
伝
授
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
琵
琶
の
家
と

秘
曲
の
由
緒
来
歴
を
語
る
歴
史
観
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
を
発
表
し
た（
４
）。

　

琵
琶
の
家
と
は
、
弟
子
を
も
う
け
、
琵
琶
を
教
え
る
の
を
家
業
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
琵
琶
の
家
元
で
あ
っ
て
、
と
く
に
認
め
た
者
だ



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

五
四

け
に
伝
授
す
る
の
が
秘
曲
や
秘
事
・
秘
説
の
類
で
あ
る
。
中
に
は
家
の
後
継
者
の
み
に
伝
授
さ
れ
る
秘
事
・
秘
説
も
あ
り
、
こ
う
し
た

も
の
の
相
伝
は
、
家
の
技
芸
の
流
出
を
防
ぎ
、
家
を
存
続
、
繁
栄
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
秘
曲
の
登
場

と
琵
琶
の
家
の
登
場
と
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
琵
琶
の
師
資
相
承
や
秘
曲
の
由
緒
来
歴
を
語
る
歴
史
観
の
登
場
も
、
秘
曲
や
琵

琶
の
家
の
登
場
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
歴
史
観
は
、
む
ろ
ん
ま
っ
た
く
の
虚
構
で
は
な
い
。
貞
敏
が
唐
へ
渡
り
、
琵
琶
を
学
ん
だ
こ
と
自
体
は
事
実
と
認
め

ら
れ
、
そ
の
根
拠
と
な
る
史
料
も
伝
存
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
歴
史
観
は
長
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
が
、
秘
曲

を
伝
授
さ
れ
た
と
す
る
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。『
文
机
談
』
ほ
か
に
見
え
る
貞
敏
以
来
の
師
資
相
承
、
秘
曲
相
伝
の
次
第
に
も
、
事

実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
や
不
審
点
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
歴
史
観
は
時
代
と
と
も
に
変
容
も
し
て
き
た
。
人
々
が
加

筆
修
正
を
加
え
て
き
た
と
思
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
れ
ば
、
こ
れ
は
貞
敏
時
代
か
ら
連
綿
と
伝
え
ら
れ

て
き
た
動
か
ぬ
事
実
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら
く
は
院
政
期
以
降
の
人
々
が
、
日
本
の
琵
琶
の
淵
源
を
た
ど
り
、
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相

承
と
秘
曲
相
伝
の
由
緒
を
貞
敏
に
求
め
、
語
り
継
い
で
き
た
物
語
（
説
話
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
研
究
で
は
、
ま
ず
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
を
考
察
し
、
つ
い
で
琵
琶
の
歴
史
観
を
記
す
文
献
を
、
時
代
を
追
っ
て
順
に
検
討

し
な
が
ら
、
こ
の
歴
史
観
の
史
実
と
虚
構
を
、
で
き
る
限
り
明
ら
か
に
し
、
そ
の
実
態
を
あ
ば
い
て
み
た
い
。
ま
た
、
そ
の
変
容
の
過

程
を
追
い
か
け
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
本
稿
は
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
ま
で
と

し
、
続
き
は
別
稿
に
発
表
す
る
。

　

貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
辰
雄
氏
の
「
貞
敏
の
琵
琶
楽
伝
習
を
め
ぐ
っ
て
」
が
あ
り（
５
）、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の

貞
敏
奥
書
に
記
す
内
容
が
伝
習
の
実
態
で
あ
っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
概
ね
妥
当
な
論
証
で
、
研
究
史
上
意
義
深
い
。
後
続
の
研
究
者

も
氏
の
論
に
立
脚
す
る
こ
と
が
多
い（
６
）。
し
か
し
、
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
と
秘
曲
の
相
伝
が
貞
敏
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
歴
史



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

五
五

観
を
、
大
筋
で
事
実
と
認
め
て
い
る
部
分（
７
）は
従
え
な
い
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
首
肯
で
き
な
い
箇
所
や
、
追
加
し
た
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
一
か
ら
確
認
、
検
討
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

貞
敏
が
遣
唐
使
准
判
官
と
し
て
唐
へ
渡
り
、琵
琶
を
学
ん
だ
こ
と
は
、佐
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、『
日
本
三
代
実
録
』貞
敏
卒
伝
、

及
び
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
貞
敏
奥
書
に
見
え
、
ま
た
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
は
、（
円
仁
と
貞
敏
と
は
宿
泊
地
が
異
な
っ

た
た
め
か
）
伝
習
の
こ
と
は
見
え
な
い
が
、
貞
敏
が
円
仁
ら
と
と
も
に
同
じ
遣
唐
使
船
（
第
一
船
）
に
乗
り
込
み
、
円
仁
ら
と
と
も
に

揚
州
に
滞
在
、
唐
に
残
る
円
仁
と
別
れ
て
帰
朝
の
途
に
つ
く
ま
で
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

佐
藤
氏
の
論
文
で
は
、
こ
の
三
史
料
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
を
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
佐
藤

氏
が
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
を
中
心
に
検
討
し
、
あ
ら
た
め
て
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
に
迫
り
た
い
。
ま
た
、
途
中
で
『
琵
琶
諸

調
子
品
』
が
抱
え
る
問
題
点
も
指
摘
す
る
。
で
は
、
ま
ず
『
三
代
実
録
』
か
ら
で
あ
る
。

一
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
敏
卒
伝
に
つ
い
て

　
『
日
本
三
代
実
録
』
は
、
清
和
・
陽
成
・
光
孝
三
代
の
天
安
二
年
（
八
五
八
）
八
月
～
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
八
月
に
わ
た
る
編
年

体
国
史
で
、
藤
原
時
平
ら
撰
。
貞
敏
没
後
、
三
十
四
年
に
あ
た
る
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
の
成
立
で
あ
る（
８
）。
ま
ず
、
貞
敏
卒
伝
の
原
文

を
引
い
て
お
こ
う
。

（
貞
観
九
年
〈
八
六
七
〉
十
月
）
四
日
己
巳
。
従
五
位
上
行
掃
部
頭
藤
原
朝
臣
貞
敏
卒
。
貞
敏
者
。
刑
部
卿
従
三
位
継
彦
之
第
六
子

也
。
少
耽
愛
音
楽
好
学
鼓
琴
。
尤
善
弾
琵
琶
。
承
和
二
年
為
美
作
掾
兼
遣
唐
使
准
判
官
。
五
年
到
大
唐
達
上
都
。
逢
能
弾
琵
琶
者

劉
二
郎
。
貞
敏
贈
砂
金
二
百
両
。
劉
二
郎
曰
。
礼
貴
往
来
。
請
欲
相
伝
。
即
授
両
三
調
。
二
三
月
間
。
尽
了
妙
曲
。
劉
二
郎
贈
譜

数
十
巻
。
因
問
曰
。
君
師
何
人
。
素
学
妙
曲
乎
。
貞
敏
答
曰
。
是
我
累
代
之
家
風
。
更
无
他
師
。
劉
二
郎
曰
。
於
戯
昔
聞
謝
鎮
西
。



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

五
六

此
何
人
哉
。
僕
有
一
少
女
。
願
令
薦
枕
席
。
貞
敏
答
曰
。
一
言
斯
重
。
千
金
還
軽
。
既
而
成
婚
礼
。
劉
娘
尤
善
琴
箏
。
貞
敏
習
得

新
声
数
曲
。
明
年
聘
礼
既
畢
。
解
纜
帰
郷
。
臨
別
劉
二
郎
設
祖
筵
。
贈
紫
檀
紫
藤
琵
琶
各
一
面
。
是
歳
。
大
唐
大
中
元
年
。
本
朝

承
和
六
年
也
。
七
年
為
参
河
介
。
八
年
遷
主
殿
助
。
少
選
遷
雅
楽
助
。
九
年
春
授
従
五
位
下
。
数
歳
転
頭
。
斉
衡
三
年
兼
備
前
介
。

明
春
加
従
五
位
上
。
天
安
二
年
丁
母
憂
解
官
。
服
闋
拝
掃
部
頭
。
貞
観
六
年
兼
備
中
介
。
卒
時
年
六
十
一
。
貞
敏
无
他
才
芸
。
以

能
弾
琵
琶
。
歴
仕
三
代
。
雖
无
殊
寵
。
声
価
稍
高
焉（
９
）。�

（
傍
線
筆
者
）

　

傍
線
部
が
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
を
伝
え
る
部
分
で
あ
る
。
次
に
そ
こ
を
訓
読
し
て
お
く
。

　

承
和
二
年
（
八
三
五
）、
美
作
掾
と
な
り
、
遣
唐
使
准
判
官
を
兼
ぬ
。
五
年
（
八
三
八
）、
大
唐
に
到
り
、
上
都
に
達
す
。
能
く
琵

琶
を
弾
く
者
劉
二
郎
に
逢
ふ
。
貞
敏
、砂
金
二
百
両
を
贈
る
。
劉
二
郎
曰
は
く
、「
礼
は
往
来
を
貴
ぶ
。
請
は
れ
て
相
伝
せ
ん
と
す
」

と
。
即
ち
両
三
調
を
授
け
、二
三
月
の
間
に
、妙
曲
を
尽
く
し
了
ん
ぬ
。
劉
二
郎
、譜
数
十
巻
を
贈
る
。
因
り
て
問
ひ
て
曰
は
く
、「
君

の
師
、何
人
か
。
素
よ
り
妙
曲
を
学
べ
る
か
」と
。
貞
敏
答
へ
て
曰
は
く
、「
是
れ
、我
が
累
代
の
家
風
な
り
。
更
に
他
師
无
し
」と
。

劉
二
郎
曰
は
く
、「
戯
れ
に
、昔
、謝
鎮
西
を
聞
く
。
此
れ
何
人
か
。
僕
に
、一
の
少
女
有
り
。
願
は
く
は
枕
席
を
薦
め
し
め
ん
」と
。

貞
敏
答
へ
て
曰
は
く
、「
一
言
斯
く
重
く
、
千
金
還
り
て
軽
し
」
と
。
既
に
し
て
婚
礼
成
る
。
劉
娘
尤
も
琴
箏
を
善
く
す
。
貞
敏
、

新
声
数
曲
を
習
ひ
得
。
明
年
、
聘
礼
既
に
畢
り
て
、
纜
を
解
き
て
帰
郷
せ
ん
と
す
。
別
れ
に
臨
み
て
、
劉
二
郎
、
祖
筵
を
設
け
、

紫
檀
紫
藤
の
琵
琶
各
一
面
を
贈
る
。
是
の
歳
、
大
唐
の
大
中
元
年
（
八
四
七
※
開
成
四
年
〈
八
三
九
〉
の
誤
り
）、
本
朝
の
承
和

六
年
（
八
三
九
）
な
り
。

　

文
中
、
※
印
以
下
に
記
し
た
よ
う
に
、
唐
の
大
中
元
年
は
八
四
七
年
で
あ
り
、
日
本
の
承
和
六
年
に
相
当
す
る
の
は
開
成
四
年
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
貞
敏
が
帰
朝
し
た
の
は
唐
の
開
成
四
年
、
日

本
の
承
和
六
年
で
あ
り
、
大
中
元
年
は
誤
り
で
あ
る
（
佐
藤
氏
論
考
に
も
指
摘
）。



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

五
七

　

さ
て
、
一
部
に
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
次
に
口
語
訳
し
て
お
く
。

　

承
和
二
年
（
八
三
五
）、貞
敏
は
、美
作
掾
と
な
り
、遣
唐
使
准
判
官
を
兼
帯
し
た
。
同
五
年
（
八
三
八
）、唐
に
渡
り
、都
長
安
に
至
っ

た
。
琵
琶
を
巧
み
に
弾
く
者
劉
二
郎
に
会
い
、
砂
金
二
百
両
を
贈
っ
た
。
劉
二
郎
は
、「
礼
は
往
き
来
し
て
そ
の
形
を
あ
ら
わ
す

の
を
尊
ぶ
。
望
ん
で
教
え
よ
う
」
と
言
っ
た
。
す
ぐ
二
三
の
調
子
を
授
か
り
、
二
三
ケ
月
の
間
に
、
素
晴
ら
し
い
楽
曲
を
す
べ
て

習
い
つ
く
し
、
劉
二
郎
は
譜
数
十
巻
を
贈
っ
た
。
そ
こ
で
貞
敏
に
、「
君
の
師
は
誰
だ
。
も
と
も
と
習
っ
て
い
た
の
か
」
と
聞
い

た
。
貞
敏
は
、「
こ
れ
は
わ
た
し
の
家
代
々
の
家
風
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、他
に
師
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
劉
二
郎
は
、「
こ

れ
は
冗
談
で
い
う
の
だ
が）
（1
（

、
昔
、
謝
鎮
西
の
琵
琶
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
が
師
匠
か
ね
。
と
こ
ろ
で
、
私
に
一
人
の
娘
が
あ

る
。
よ
か
っ
た
ら
枕
席
（
夜
伽
）
に
す
す
め
よ
う
と
思
う
の
だ
が
ど
う
か
（
嫁
に
も
ら
っ
て
ほ
し
い
の
だ
が
、ど
う
か
）」
と
い
う
。

貞
敏
は
、「
一
言
の
約
束
は
こ
の
よ
う
に
重
い
も
の
で
、
千
金
と
い
え
ど
も
軽
い
も
の
で
す
（
謹
ん
で
お
引
き
受
け
い
た
し
ま
し
ょ

う
）」
と
答
え
た
。
ま
も
な
く
、
婚
礼
が
行
わ
れ
た
。
劉
二
郎
の
娘
は
、
と
り
わ
け
琴
と
箏
に
優
れ
て
い
た
。
貞
敏
は
彼
女
か
ら

新
し
い
曲
を
数
曲
習
っ
た
。
翌
年
、
聘へ
い
れ
い礼
（
婚
約
の
し
る
し
に
贈
る
贈
り
物
。
結
納
）
が
済
ん
で
、
船
の
纜
と
も
づ
なを
解
い
て
、
帰
朝
し

よ
う
と
し
た
。
別
れ
に
臨
ん
で
、
劉
二
郎
は
宴
席
を
設
け
、
紫
檀
製
と
紫
藤
製
の
琵
琶
そ
れ
ぞ
れ
一
面
を
贈
っ
た
。
こ
の
年
は
、

唐
の
大
中
元
年
（
※
正
し
く
は
開
成
四
年
）、
日
本
の
承
和
六
年
（
八
三
九
）
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、貞
敏
は
唐
の
都
長
安
に
行
き
、劉
二
郎
と
い
う
琵
琶
の
名
人
に
会
っ
て
砂
金
二
百
両
を
払
い
、「
両
三
調
」を
授
か
り
、

二
三
ケ
月
で
「
妙
曲
」
を
習
い
尽
く
し
、「
譜
数
十
巻
」
を
賜
っ
た
。
ま
た
、劉
二
郎
の
娘
と
婚
姻
し
、娘
か
ら
「
新
声
数
曲
」
を
学
び
、

別
れ
の
宴
席
で
は
劉
二
郎
か
ら
「
紫
檀
紫
藤
琵
琶
各
一
面
」
を
賜
っ
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
貞
敏
が
学
ん
だ
と
い
う
「
両
三
調
」
や
「
妙
曲
」、
賜
っ
た
と
い
う
「
譜
数
十
巻
」「
紫
檀
紫
藤
琵
琶

各
一
面
」
で
あ
る
。
佐
藤
氏
は
貞
敏
が
伝
習
し
た
も
の
を
、
単
に
「
琵
琶
曲
」
と
一
括
り
に
し
て
検
討
さ
れ
て
い
な
い）
（（
（

が
、「
両
三
調
」



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

五
八

は
、
後
世
『
文
机
談
』
な
ど
で
は
、
琵
琶
の
三
秘
曲
と
も
と
れ
る
書
き
方
が
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
ま
た
「
紫
檀
紫
藤
琵
琶
各
一
面
」
の
う
ち
、

紫
檀
の
琵
琶
は
、
の
ち
に
名
器
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
玄
象
（
玄
上
）
と
さ
れ）
（1
（

、
紫
藤
の
琵
琶
は
牧
馬
あ
る
い
は
青
山
と
も
い

わ
れ
る）
（1
（

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
理
解
は
妥
当
な
の
か
。

　
「
両
三
調
」
は
、
訓
読
す
れ
ば
「
両
三
の
調
（「
ち
ょ
う
」
ま
た
は
「
し
ら
べ
」）」
で
あ
り
、「
二
三
の
調
子
」「
い
く
つ
か
の
調
子
」、

ま
た
は
「
二
三
の
曲
」「
い
く
つ
か
の
曲
」
の
意
で
あ
る
。
た
だ
、こ
の
文
脈
で
は
、砂
金
二
百
両
を
贈
っ
て
、す
ぐ
教
わ
っ
た
の
が
「
両

三
調
」
で
あ
り
、
そ
の
後
二
三
か
月
か
け
て
習
得
し
た
の
が
、「
譜
数
十
巻
」
に
及
ぶ
「
妙
曲
」
で
あ
る
か
ら
、「
両
三
調
」
と
は
、
す

ぐ
修
得
で
き
る
も
の
で
あ
り
、「
妙
曲
」
は
「
譜
数
十
巻
」
に
及
ぶ
、
数
の
多
い
も
の
で
あ
っ
て
、
修
得
に
二
三
か
月
を
要
す
る
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、「
妙
曲
」
と
は
数
々
の
楽
曲
の
こ
と
で
あ
り
、「
両
三
調
」
と
は
、
こ
の
「
妙
曲
」（
楽
曲
）

を
弾
く
た
め
の
調
子
（
調
絃
法
）
の
こ
と
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
学
ぶ
順
序
と
し
て
も
、
ま
ず
調
子
を
習
い
、
次
い
で
楽

曲
を
習
う
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
の
ち
の
『
文
机
談
』
な
ど
で
は
、
こ
の
「
両
三
調
」
が
、
あ
た
か
も
琵
琶
の
三

秘
曲
で
あ
る
と
と
れ
る
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
卒
伝
の
文
脈
を
読
む
か
ぎ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
曲
を
弾

く
た
め
の
、
い
く
つ
か
の
調
子
（
調
絃
法
）
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
劉
二
郎
の
娘
か
ら
学
ん
だ
「
新
声
数
曲
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ま
新
し
い
曲
を
数
曲
、
当
時
の
流
行
曲
を
数
曲
の
意
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
は
琵
琶
曲
だ
ろ
う
か
。「
新
声
数
曲
」
の
直
前
に
「
劉
娘
尤
も
琴
・
箏
を
善
く
す
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
文
脈
で
ゆ
く
と
、

琴
曲
か
箏
の
曲
、
ま
た
は
そ
の
両
方
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
判
然
と
し
な
い
。
佐
藤
氏
は
、
箏
を
習
っ
た
と
解
し
て
お
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
院
政
期
以
降
、
箏
に
つ
い
て
も
、
貞
敏
が
唐
の
廉
承
武
の
娘
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
始
ま
り
と
す
る
歴
史
観
が
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
る）
（1
（

の
に
引
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
文
脈
か
ら
は
琴
ま
た
は
箏
と
も
と
れ
る
が
、
む
ろ
ん
琵

琶
の
「
新
声
」
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
っ
て
、
明
ら
か
で
な
い
。



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

五
九

　

贈
ら
れ
た
「
譜
数
十
巻
」「
紫
檀
紫
藤
琵
琶
各
一
面
」
に
つ
い
て
、
詳
細
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
貞
敏
が
乗
っ

た
帰
り
の
船
は
、九
隻
の
う
ち
の
第
四
船
で
、貞
敏
は
そ
の
船
頭
を
勤
め
、無
事
九
州
の
松
浦
郡
生
属
島
（
生
月
島
）
に
帰
着
し
た
（『
続

日
本
後
紀
』
承
和
六
年
〈
八
三
九
〉
八
月
二
十
日
条）
（1
（

）
と
い
う
か
ら
、『
三
代
実
録
』
の
内
容
が
事
実
な
ら
、
譜
も
琵
琶
も
、
無
事
に

京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
て
、
そ
れ
が
後
世
ま
で
伝
存
し
た
可
能
性
は
一
応
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、「
譜
数
十
巻
」
と
い
う
の
は
、
量
的
に
は
、
の
ち
の
『
三
五
要
録
』（
十
二
巻
）
に
見
る
よ
う
に
、
当
時
の
現
行
曲
の
す
べ
て

を
収
録
す
る
く
ら
い
の
量
に
相
当
し
、
紫
檀
製
や
紫
藤
製
の
琵
琶
と
い
う
の
は
、
琵
琶
の
中
で
も
最
高
級
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
見
方

を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
貞
敏
の
伝
習
を
誇
大
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。

　

な
お
、
こ
の
こ
と
は
別
稿
に
詳
述
す
る
が
、
玄
象
・
牧
馬
に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
』
が
文
献
上
の
初
出
と
さ
れ
て
お
り
、
貞
敏
帰

朝
か
ら
じ
つ
に
百
六
十
年
余
り
の
ち
の
登
場
で
あ
る
か
ら
、
貞
敏
が
琵
琶
を
持
ち
帰
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
玄
象
・
牧
馬
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
し
、
玄
象
が
名
器
と
し
て
尊
重
さ
れ
演
奏
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
琵
琶
の
歴
史
観
が
登
場
す

る
十
一
世
紀
末
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
玄
象
の
記
録
上
最
初
の
奏
者
は
琵
琶
桂
流
の
祖
と
さ
れ
る
源
経
信
で
あ
る）
（1
（

。
だ
か
ら
、
筆
者
は

玄
象
を
は
じ
め
と
す
る
名
器
の
演
奏
も
、
じ
つ
は
琵
琶
の
家
や
秘
曲
の
登
場
、
歴
史
観
の
登
場
と
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
玄
象
は
、
単
に
楽
器
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
琵
琶
の
歴
史
観
の
中
で
、
秘
曲
と
と
も
に
貞
敏
が
将
来
し

た
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
特
別
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
を
記
す
、
も
う
ひ
と
つ
の
史
料
で
あ
る
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
、
貞
敏
の
奥
書
を
見
て
み
よ
う
。
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六
〇

二
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
貞
敏
奥
書
に
つ
い
て

　
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
は
、琵
琶
の
二
十
七
の
調
子
の
調
絃
法
と
絃
合
を
記
し
た
譜
で
（
そ
の
収
録
内
容
に
つ
い
て
は
第
三
節
に
詳
説
）、

奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
貞
敏
が
渡
唐
し
て
琵
琶
を
学
ん
だ
際
、
修
了
の
証
と
し
て
贈
ら
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

大
唐
開
成
三
年
戊
辰
八
月
七
日
壬
辰
、
日
本
国
使
、
作
牒
状
、
付
勾
当
官
銀
青
光
録
大
夫
検
校
太
子
庶
事
王
友
真
、
奉
揚
州
観
察

府
、
請
琵
琶
博
士
。
同
年
九
月
七
日
壬
戌
、
依
牒
状
、
送
博
士
州
衙
前
第
一
部
廉
承
武
字
廉
十
郎　

生
年
八
十
五
。
則
揚
州
開
元
寺
北
水
館
而
、
伝

習
弄
調
子
。
同
月
廿
九
日
、
学
業
既
了
。
於
是
博
士
承
武
送
譜
。
仍
記
耳
。

�

開
成
三
年
九
月
廿
九
日
判
官
藤
原
貞
敏
記

�

（
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
の
画
像
よ
り
翻
刻
）

　
（
訓
読
）
大
唐
開
成
三
年
戊
辰
八
月
七
日
壬
辰
、
日
本
国
使
、
牒
状
を
作
し
、
勾
当
官
銀
青
光
録
大
夫
検
校
太
子
庶
事
王
友
真
に

付
し
、
揚
州
観
察
府
に
奉
り
て
、
琵
琶
博
士
を
請
ふ
。
同
年
九
月
七
日
壬
戌
、
牒
状
に
依
り
、
博
士
州
衙
前
第
一
部
廉
承
武
（
字

廉
十
郎
。
生
年
八
十
五
）
を
送
る
。
則
ち
、
揚
州
開
元
寺
の
北
の
水
館
に
し
て
、
弄
調
子
を
伝
習
す
。
同
月
二
十
九
日
、
学
業
既

に
了
ん
ぬ
。
こ
こ
に
お
い
て
博
士
承
武
、
譜
を
送
る
。
仍
つ
て
記
す
の
み
。

�

開
成
三
年
九
月
二
十
九
日
、
判
官
藤
原
貞
敏
、
記
す
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
唐
の
開
成
三
年
（
日
本
の
承
和
五
年
、
西
紀
八
三
八
）
八
月
七
日
、
日
本
国
使
（
藤
原
常
嗣
）
は
、
勾
当
官
銀
青

大
夫
検
校
太
子
庶
事
（
遣
唐
使
節
担
当
の
官
）
王
友
真
に
牒
状
を
託
し
、
揚
州
観
察
府
に
琵
琶
博
士
の
派
遣
を
依
頼
し
た
。
同
年
九
月

七
日
、観
察
府
は
、（
琵
琶
の
）
博
士
で
、州
衙
（
州
の
役
所
）
前
第
一
部
の
廉
承
武
（
字
〈
輩
行
か
〉
廉
十
郎
、生
年
八
十
五
）
を
送
っ

て
よ
こ
し
、
貞
敏
は
揚
州
開
元
寺
の
北
の
水
館
で
「
弄
調
子
」
を
伝
習
。
同
月
二
十
九
日
、
伝
習
を
終
え
、
廉
承
武
よ
り
譜
を
贈
ら
れ



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

六
一

た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
た
と
い
う）

（1
（

。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
廉
承
武
か
ら
贈
ら
れ
た
譜
に
、
貞
敏
が
そ
の
旨
を
記
し
、
署
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
氏
は
じ
め
多
く
の
研

究
者
は
こ
れ
を
「
跋
文
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
あ
た
か
も
貞
敏
が
編
纂
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る）
（1
（

。
奥
書
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
佐
藤
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
先
の
『
三
代
実
録
』
卒
伝
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
が
記
さ
れ

て
い
る
。
伝
習
地
、
伝
習
の
過
程
、
師
の
名
前
、
伝
習
内
容
、
伝
習
期
間
、
贈
ら
れ
た
も
の
―
―
こ
れ
ら
は
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡

礼
行
記
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
奥
書
が
貞
敏
の
伝
習
の
実
態
を
伝
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
詳
細
は
第
四
節
）
が
、
本
節
で

は
佐
藤
氏
が
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
な
い
伝
習
し
た
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
問
題
は
こ
の
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
が
、
伝
習
を
終
え

て
廉
承
武
か
ら
送
ら
れ
た
譜
で
あ
り
、こ
れ
が
貞
敏
の
学
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
奥
書
で
は
、伝
習
し
た
の
は
「
弄

調
子
」
で
あ
る
と
い
う
。「
弄
」
は
「
音
楽
の
し
ら
べ
。
小
曲
」
の
意
と
い
い）
11
（

、
こ
の
譜
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
琵
琶
の
二
十
七
の
調

子
の
調
絃
法
と
絃お
あ
わ
せ合
（
調
絃
を
確
か
め
る
た
め
の
短
い
曲
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
「
弄
調
子
」
と
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
こ
に
は
、
後
世
の
琵
琶
の
歴
史
観
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
琵
琶
の
三
秘
曲
（
楊
真
操
・
流
泉
・
啄
木
）
の
伝
授
は
記
録
さ
れ
て
い
な

い
し
、
そ
れ
ら
の
譜
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
『
諸
調
子
品
』
末
尾
に
は
、「
啄
木
調
」
と
い
う
、
秘
曲
「
啄
木
」

で
の
み
用
い
る
調
絃
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
節
で
述
べ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
奥
書
に
よ
れ
ば
、
九
月
七
日
に
廉
承
武
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
、
同
二
十
九
日
に
伝
習
を
終
え
譜
を
送
ら
れ
た
と
あ
る
か

ら
、
伝
習
期
間
は
九
月
七
日
か
ら
二
十
九
日
の
二
十
二
日
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
期
間
か
ら
推
測
す
る
と
、
前
述
の
『
三
代
実

録
』
卒
伝
が
い
う
よ
う
な
、「
譜
数
十
巻
」
に
及
ぶ
楽
曲
の
伝
習
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
も
、
こ
の
九
月
二
十
九
日

と
い
う
の
は
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
よ
れ
ば
、
長
安
行
き
一
行
の
送
別
会
が
、
同
じ
水
館
で
行
わ
れ
た
日
で
あ
り
、
貞
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敏
も
参
加
し
た
と
見
ら
れ
る
（
詳
し
く
は
第
四
節
に
後
述
）
か
ら
、
こ
の
奥
書
の
内
容
が
事
実
な
ら
ば
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
修
了
を

兼
ね
た
宴
席
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
伝
習
自
体
は
二
十
九
日
よ
り
も
前
に
終
わ
っ
て
い
た
―
―
つ
ま
り
伝
習
期
間
は
二
十
二
日
間

よ
り
短
か
っ
た
―
―
可
能
性
も
あ
る
。

　

な
お
、
調
絃
法
と
絃
合
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
曲
を
弾
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
学
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
楽
曲
も
習
っ
た

と
考
え
る
の
が
道
理
で
あ
る
。し
か
し
貞
敏
が
学
ん
だ
楽
曲
を
伝
え
る
譜
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
、『
和

名
類
聚
抄
』（
元
和
三
年
古
活
字
版
）
巻
四
の
「
曲
調
類
第
四
十
九
」「
壱
越
調
曲
」
の
、「
賀
殿
」
の
項
に
、「
古
老
伝
云
、
承
和
遣
唐

判
官
藤
原
貞
敏
、
以
琵
琶
伝
曲
。
林（
直
カ
）
貞
倉
、
奉
勅
作
此
舞）
1（
（

」（
古
老
の
伝
に
云
は
く
、
承
和
の
遣
唐
判
官
藤
原
貞
敏
、
琵
琶
を
以
つ
て

曲
を
伝
ふ
。
林
貞
倉
、
勅
を
奉
じ
て
、
此
の
舞
を
作
る
）
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
、「
賀
殿
」
を
琵
琶
で
学
ん
で
持
ち
帰
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
当
時
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
雅
楽
の
楽
曲
は
、
日
本
で
作
曲
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
も
の
を
除
く

と
、
多
く
が
平
安
初
期
ま
で
に
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貞
敏
が
揚
州
で
見
た
楽
曲
と
、
日
本
に
あ
る
楽
曲
と
に

大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
持
ち
帰
っ
た
の
は
「
賀
殿
」
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
以
外
、
い
ま
は
不
明
と
い
う

ほ
か
な
い
。

三
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
諸
問
題

　

と
も
あ
れ
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
奥
書
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
佐
藤

氏
を
は
じ
め
、
何
人
か
の
研
究
者
が
こ
の
史
料
の
位
置
づ
け
・
性
格
を
誤
っ
て
認
識
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
こ

の
史
料
の
概
要
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。
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（
一
）
諸
本
と
そ
の
装
訂
、
書
写
年
代
な
ど

　
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
に
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
家
旧
蔵
楽
書
に
、
伏
見
宮
本
、
院
禅
本
と
通
称
さ
れ
る
二
つ
の
伝
本
が
あ
る
。

　

伏
見
宮
本
は
、書
陵
部
で
の
名
称
は「
琵
琶
譜
」（
伏
二
〇
七
一
）。
一
九
六
三
年（
昭
和
三
十
八
）に「
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
」の
書
名
で
、

書
陵
部
か
ら
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
が
出
て
お
り
、伊
地
知
鐡
男
氏
の
解
題）
11
（

に
よ
れ
ば
、「
平
安
中
期
十
一
世
紀
前
後
」
の
写
（
詳
細
は
後
述
）

と
い
う
一
巻
一
軸
の
巻
子
本
で
、本
稿
巻
末
の
表
１
に
示
す
よ
う
に
、前
半
に
貞
保
親
王
の
『
琵
琶
譜
』
を
、後
半
に
貞
敏
奥
書
の
『
諸

調
子
品
』
を
、
一
筆
で
記
す
。
全
面
に
金
銀
の
箔
を
散
ら
し
、
界
線
を
引
い
た
数
種
類
の
色
紙
と
飛
雲
紙
を
組
み
合
わ
せ
た
絢
爛
豪
華

な
写
本
で
、
書
写
奥
書
は
な
く
、
前
述
の
書
写
年
代
は
伊
地
知
氏
の
推
定
と
思
わ
れ
る
。

　

院
禅
本
は
、
書
陵
部
で
の
名
称
は
「
琵
琶
譜
」（
伏
一
〇
二
六
）。
前
述
伊
地
知
氏
解
題
で
は
、
南
北
朝
期
写
と
さ
れ
る
一
巻
一
軸
の

巻
子
本
で
、
表
１
に
示
す
よ
う
に
、
オ
モ
テ
に
貞
保
親
王
の
『
琵
琶
譜
』
を
、
紙
背
に
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
を
記
す
。
書
写
は

一
筆
で
、
オ
モ
テ
に
の
み
界
線
が
あ
る
。
紙
背
末
尾
に
治
暦
五
年
（
一
〇
六
九
）
の
院
禅
の
書
写
奥
書
が
あ
る
が
、
南
北
朝
期
の
写
本

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
の
奥
書
は
そ
の
写
し
（
ま
た
は
そ
の
子
孫
）
で
あ
る
。
院
禅
は
、
琵
琶
西
流
の
祖
と
い
わ
れ
る
賢
円
の
弟
子

と
さ
れ
、
生
没
年
未
詳
だ
が
、『
古
今
著
聞
集
』
第
二
五
四
話
に
よ
れ
ば
、
白
河
院
時
代
に
、
琵
琶
桂
流
の
祖
源
経
信
と
そ
の
息
基
綱

と
と
も
に
、
琵
琶
の
名
匠
八
人
の
う
ち
に
選
ば
れ
た
と
い
う）
11
（

か
ら
、
白
河
院
政
期
、
十
一
世
紀
後
半
の
人
と
な
る
。
ち
ょ
う
ど
、
琵
琶

の
家
が
登
場
し
、
秘
曲
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
琵
琶
の
歴
史
観
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
の
人
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
『
諸
調
子
品
』
と
合
写
さ
れ
る
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
は
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
延
喜
二
十
年
（
九
二
〇
）
十
月
か
ら

翌
二
十
一
年
の
九
月
に
か
け
、「
余
」（
貞
保
）
が
「
太
上
法
皇
」（
宇
多
法
皇
）
の
命
令
で
、「
上
野
太
守
親
王
」（
敦
実
親
王
）
に
琵

琶
を
教
習
し
、
そ
の
証
と
し
て
贈
っ
た
譜
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
の
貞
敏
奥
書
の
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
は
前
述
の
と
お
り
、
貞
敏
が
唐

の
開
成
三
年
（
承
和
五
年
、
八
三
八
）
に
、
廉
承
武
よ
り
送
ら
れ
た
譜
で
、
そ
の
伝
習
し
た
内
容
を
記
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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譜
の
内
容
や
成
立
事
情
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
と
は
別
個
の
文
献
で
あ
り
、
そ
れ
を

一
巻
の
う
ち
に
一
続
き
に
写
し
た
の
が
伏
見
宮
本
、
一
軸
の
巻
子
本
の
表
裏
に
書
写
し
た
の
が
院
禅
本
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
う
ち
伏
見
宮
本
は
、
前
記
の
よ
う
に
「
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
」
と
い
う
名
称
で
複
製
本
が
出
て
、
書
陵
部
の
登
録
名

称
も
「
琵
琶
譜
」
で
あ
る
た
め
か
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
を
別
個
の
文
献
と
見
做
さ
ず
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ

て
一
つ
の
琵
琶
譜
と
見
る
研
究
者
が
相
次
い
で
い
る
。
前
述
の
佐
藤
氏
が
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
も
続
い
て
い
る）
11
（

。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
誤
解
は
何
も
現
代
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
中
世
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
、
福
島
和
夫
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
（
※
伏
見
宮
本
『
琵
琶
譜
』
で
は
）
前
半
に
南
宮
譜
（
※
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
の
こ
と
）
が
、
後
半
に
は
諸
調
子
品
が
合
収
さ
れ

た
た
め
、
序
文
・
琵
琶
譜
・
跋
文
の
順
序
と
な
り
、
さ
ら
に
二
種
の
本
文
を
一
続
き
の
も
の
と
見
誤
る
結
果
、
全
体
を
序
文
・
譜�

本
文
・
跋
文
と
連
続
す
る
一
つ
の
文
献
と
誤
認
す
る
例
は
、古
来
絶
え
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
序
文
に
い
う
伝
授
者
「
予
」

　
（
※
正
し
く
は
「
余
」）
と
跋
文
記
名
の
貞
敏
を
同
一
人
物
と
し
、
序
文
に
あ
る
受
伝
者
「
上
野
太
守
親
王
」
を
貞
保
親
王
と
誤
認

す
る
処
か
ら
、
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
貞
敏
（
八
〇
七
～
八
六
七
）
か
ら
貞
保
親
王
（
八
七
〇
～
九
二
四
）
へ
の
直
接
伝
授
を
想

定
す
る
例
が
極
め
て
多
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
文
机
談
』
菊
亭
家
本
で
あ
り
、ほ
と
ん
ど
の
琵
琶
血
脈
が
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

延
文
本
『
琵
琶
血
脈
』（
一
〇
九
頁
上
段
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』
一
）
は
こ
の
矛
盾
に
気
づ
い
た
後
世
の
修
訂
の
例
と
考
え

ら
れ
ま
す）
11
（

。�

（
※
以
下
は
筆
者
注
）

　

つ
ま
り
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
を
一
続
き
に
記
す
と
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
の
方
に
序
文
が
あ
り
、

貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
の
方
に
奥
書
が
あ
る
た
め
、
序
跋
を
備
え
た
一
巻
の
琵
琶
譜
に
も
見
え
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
序
文
中
の
人

名
表
記
が
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、
あ
た
か
も
貞
保
が
序
文
を
書
き
、
貞
敏
が
跋
文
を
書
い
た
、
貞
敏
か
ら
貞
保
へ
の
伝
授
譜
と
解
す
る

例
が
あ
と
を
た
た
な
い
。
そ
の
一
つ
が
『
文
机
談
』（
菊
亭
本
）
で
あ
り
、多
く
の
『
琵
琶
血
脈
』
な
の
だ
と
い
う
（『
文
机
談
』
と
『
琵
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五

琶
血
脈
』
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
）。

　

ち
な
み
に
、
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
所
載
の
説
明
で
は
、
伏
見
宮
本
は
「
琵
琶
譜
（
延
喜
二
十
一
年
序
、
開

成
三
年
藤
原
貞
敏
跋
）」
と
題
さ
れ
、
ま
た
「
編
著
者
：
貞
保
親
王
」、「
一
名
：
南
宮
琵
琶
譜
」
と
あ
っ
て
、
ま
さ
に
貞
敏
の
跋
を
有

す
る
貞
保
親
王
編
纂
の
、
一
巻
の
琵
琶
譜
と
し
か
理
解
で
き
な
い
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
院
禅
本
の
方
も
同
じ
で
、「
編

著
者
：
貞
保
親
王
」、「
一
名
：
南
宮
琵
琶
譜
」
と
す
る
。

　

し
か
し
、
福
島
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
貞
保
は
貞
敏
没
後
の
誕
生
で
あ
る）
11
（

か
ら
、
貞
敏
か
ら
貞
保
へ
の
直
接
の
師
弟
関
係
は
成

り
立
た
ず
、
ま
た
二
人
が
共
同
で
一
巻
の
琵
琶
譜
を
編
纂
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。

　

た
だ
し
、
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
の
を
、
い
つ
の
時
点
で
合
わ
せ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
断
定
が
む
ず
か
し
い
。
前
述
の

伊
地
知
氏
解
説
は
、
貞
保
が
『
琵
琶
譜
』
を
編
纂
す
る
際
、
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
を
「
付
載
し
た
」
と
推
測
さ
れ
、
池
和
田
有
紀
氏

も
こ
れ
に
従
っ
て
お
ら
れ
る）
11
（

。
た
し
か
に
、
こ
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、伏
見
宮
本
の
書
写
の
時
点
で
合
写
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
院
禅
本
で
は
巻
子
本
の
オ
モ
テ
に
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』

を
、
紙
背
に
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
を
写
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、（
原
本
の
閲
覧
許
可
が
下
り
ず
、
現
状
が
原
装
な
の
か
は
不
明
だ
が
、

院
禅
本
で
は
オ
モ
テ
の
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
の
方
に
の
み
界
線
が
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
仮
に
現
状
が
原
態
で
あ
る
と
み
な
す
と
）
貞

保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
文
献
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
表
裏
に
書
写
さ
れ
た

と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、『
諸
調
子
品
』
は
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
の
紙
背
裏
書
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
み
る
と
、
前
半
に
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
を
、
後
半
に
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
を
置
く
と
い
う
か
た
ち
は
、
伏
見
宮
本
独
自

の
か
た
ち
と
見
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
が
も
と
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書

の
『
諸
調
子
品
』
を
一
続
き
の
も
の
と
し
、
一
巻
の
琵
琶
譜
と
誤
解
さ
せ
る
こ
と
が
、
伏
見
宮
本
書
写
者
の
狙
い
だ
っ
た
可
能
性
も
考



日
　
本
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六
六

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
伏
見
宮
本
の
書
写
年
代
が
い
つ
か
と
い
う
問
題
（
詳
し
く
は
後
述
）
と
も
関
わ
る
が
、
前
述
の
福
島

氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、の
ち
に
『
文
机
談
』
を
は
じ
め
と
す
る
琵
琶
の
歴
史
観
で
は
、貞
敏
と
貞
保
と
は
、直
接
の
師
弟
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、し
か
も
『
文
机
談
』
菊
亭
本
第
一
冊
「
貞
敏
譜
序
事
」
で
は
、貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
の
序
文

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、「
貞
敏
譜
序
云

0

0

0

0

0

」

と
し
て
引
か
れ
て
い
る）
11
（

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
隆
円
が
、
伏
見
宮
本
の
よ
う
な
伝
本
を
披
見
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、
伏
見
宮
本
の
よ
う
な
伝
本
が
、
貞
敏
か
ら
貞
保
へ
の
伝
授
（
貞
敏
と
貞
保
の
師
弟
関
係
）
を
示
す
史
料
と
し
て
機
能
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
伏
見
宮
家
に
伝
わ
っ
た
楽
譜
・
楽
書
と
い
う
の
は
、
そ
の
師
範
筋
に
あ
た
る
西
園
寺

家
や
、
そ
の
師
範
に
あ
た
る
琵
琶
西
流
師
範
家
伝
来
の
楽
譜
・
楽
書
を
母
体
と
し
て
い
る）
11
（

か
ら
、
琵
琶
西
流
師
範
家
の
宗
匠
藤
原
孝
時

の
右
筆
で
あ
っ
た
隆
円
が
見
た
の
は
伏
見
宮
本
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
伏
見
宮
本
の
よ
う
な
か

た
ち
の
伝
本
が
、
琵
琶
の
歴
史
観
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
を
意

図
的
に
つ
な
げ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
い
ま
ひ
と
つ
い
え
ば
、
伏
見
宮
本
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
美
し
い
色
紙
と
飛
雲
紙
に
書
写
さ
れ
た
豪
華
本
で
あ
る
。
そ
の
装

訂
の
見
事
さ
か
ら
言
え
ば
、
規
範
と
な
る
伝
本
と
し
て
後
世
に
残
そ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
別
々
の
文
献
を
一
巻
一
軸
の
う
ち
に
続
け
て
合
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
規
範
と

な
る
写
本
を
作
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
態
を
維
持
す
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
一
巻
一
軸
に
仕
立
て
、
合
わ
せ
て
二
巻
二
軸
と
す
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
伏
見
宮
本
の
親
本
が
す
で
に
こ
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
な
ら
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
も
し
、
別
箇
の
も
の

で
あ
っ
た
も
の
を
、
一
巻
一
軸
の
う
ち
に
一
続
き
に
記
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
、
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
と
は
、
成
立
事
情
も
、
内
容
も
異
な
る
別
個
の
文
献
で
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六
七

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
在
の
書
陵
部
の
目
録
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
記
載
な
ど
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
、

伏
見
宮
本
の
よ
う
な
か
た
ち
が
、
貞
保
が
『
琵
琶
譜
』
を
編
纂
し
た
と
き
、『
諸
調
子
品
』
を
巻
末
に
「
付
載
」
し
た
こ
と
で
生
ま
れ

た
の
か
、
そ
れ
と
も
伏
見
宮
本
の
書
写
者
が
生
み
出
し
た
の
か
、
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、『
文
机
談
』
を
は
じ
め
と
す
る
琵
琶
の
歴
史

観
で
は
、
貞
敏
か
ら
貞
保
へ
の
直
接
伝
授
（
師
弟
関
係
）
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
伏
見
宮
本
な
い
し
は
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な

伝
本
が
、『
文
机
談
』
の
著
者
隆
円
の
手
元
に
あ
っ
て
、
琵
琶
の
歴
史
観
を
支
え
る
重
要
な
史
料
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

な
お
、
前
出
伊
地
知
氏
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
伏
見
宮
本
は
、

　

伏
見
宮
家
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
楽
書
大
呂
部
の
第
五
十
四
号
「
琵
琶
諸
調
子
品
」・
第
五
十
七
号
「
調
子
品
奥
足
不

」・
第

七
十
三
号
「
五
調
子
譜
」
の
三
部
に
わ
か
れ
錯
乱
分
蔵
し
て
い
た
も
の
を
当
部
に
お
い
て
統
合
整
理
し
て
、「
琵
琶
譜
」「
琵
琶
諸

調
子
譜
（
仮題
）」の
二
部
二
巻
に
再
編
成
し
た
も
の
で
あ
る）
11
（

。

と
の
こ
と
で
あ
り
、
も
と
は
三
部
で
あ
っ
た
も
の
を
、
書
陵
部
の
判
断
で
、
二
部
二
巻
に
仕
立
て
た
と
い
う
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て

は
言
及
が
な
い
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
、
こ
れ
で
は
な
ぜ
三
部
に
別
れ
て
い
た
も
の
を
、
二
部
二
巻
に
仕
立
て
た
の
か
が
わ
か
ら
な

い
し
、
そ
れ
が
妥
当
な
処
置
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
検
証
し
よ
う
と
し
て
も
、
閲
覧
が
叶
わ
な
い
。
書
陵
部
の
処
置
が

妥
当
で
あ
る
な
ら
、
杞
憂
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
が
、
現
在
の
か
た
ち
が
違
っ
て
い
た
と
な
る
と
、
事
は
大
ご
と
で
あ
る
。
筆
者
が
憂
慮

す
る
の
は
、
修
補
す
る
際
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
が
、
も
と
は
一
続
き
の
琵
琶
譜
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
、『
文
机
談
』
そ
の
他
の
琵
琶
の
歴
史
観
を
根
拠
に
推
測
し
た
場
合
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
、
伏
見
宮
本
の
よ
う
な
伝
本
が
『
文
机

談
』
の
歴
史
観
を
作
り
、
支
え
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、『
文
机
談
』
を
も
と
に
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』

と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
を
つ
な
げ
て
一
巻
と
し
た
の
で
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
料
紙
の
状
態
（
た
と
え
ば
、
虫



日
　
本
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学
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六
八

穴
、
破
損
箇
所
、
紙
継
ぎ
位
置
の
検
討
な
ど
）
を
踏
ま
え
た
書
誌
学
的
調
査
検
証
が
望
ま
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
前
掲
伊
地
知
氏
解
題
中
の
「「
琵
琶
諸
調
子
譜
（
仮題
）」」
と
い
う
の
は
、
現
在
『
琵
琶
諸
調
子
譜
』
の
題
で
登
録
さ
れ

て
い
る
琵
琶
の
楽
譜
（
伏
二
〇
七
二
）
の
こ
と
で
、
伏
見
宮
本
の
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
と
は
料
紙
が
同

じ
で
あ
る
と
い
い
、
筆
跡
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
こ
れ
ら
伏
見
宮
の
三
種
の
琵
琶
譜
に
つ
い
て
は
、
ま
と
め
て
調
査

研
究
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
体
い
つ
ご
ろ
の
写
本
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
記
譜
法
や
譜
字
の
字
形
な
ど
の

諸
点
も
含
め
、
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　（
二
）『
諸
調
子
品
』
の
内
容
と
「
啄
木
調
」
に
つ
い
て

　

で
は
次
に
、
標
記
の
問
題
に
移
り
た
い
。『
諸
調
子
品
』
と
合
写
さ
れ
て
い
る
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
表
１
に

示
し
た
よ
う
に
、
伏
見
宮
本
と
院
禅
本
と
で
、
記
事
の
分
量
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る
。
本
稿
で
は
話
が
そ
れ
る
か
ら
詳
し
い
検
討
は

別
稿
に
譲
る
が
、
今
後
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
表
１
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

碧
玉
調
の
絃
合
の
有
無
が
大
き
な
異
同
で
あ
り
、
そ
の
他
は
字
句
の
小
さ
な
異
同
と
、
院
禅
本
に
は
院
禅
の
書
写
奥
書
が
あ
る
と
い
う

違
い
で
あ
る
（
院
禅
本
に
碧
玉
調
の
絃
合
が
な
い
の
は
書
き
落
と
し
だ
ろ
う
か
）。
そ
う
し
て
み
る
と
、
貞
敏
が
学
ん
だ
の
は
、
以
下

に
記
す
琵
琶
の
調
子
（
調
絃
法
）
と
緒
合
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
い
ま
仮
に
番
号
を
付
す
）。

　

１
壱
越
調
、
２
壱
越
上
調
、
３
沙
陀
調
、
４
双
調
、
５
平
調
、
６
大
食
調
、
７
乞
食
調
、
８
少
食
調
、
９
道
調
、
10
黄
鐘
調
、
11

大
黄
鐘
調
、
12
水
調
、
13
万
渉
調
、
14
風
香
調
、
15
返
風
香
調
、
16
仙
女
調
、
17
林
鐘
調
、
18
清
調
、
19
殺
孔
調
、
20
難
調
、
21

仙
鶴
調
、
22
鳳
凰
調
、
23
鴛
鴦
調
、
24
南
品
調
、
25
玉
神
調
、
26
碧
玉
調
（
※
院
禅
本
に
な
し
）、
27
啄
木
調

　

さ
て
、
こ
こ
で
ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
末
尾
に
「
啄
木
調
」
と
い
う
、
院
政
期
以
降
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
秘
曲
「
啄
木
」
に
用
い
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九

る
調
絃
法
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
絃
合
や
「
啄
木
」
の
譜
は
な
い
）。
こ
れ
が
も
し
、
貞
敏
当
時
も
存
在
し
た
も
の

で
あ
り
、
貞
敏
時
代
も
「
啄
木
」
を
演
奏
す
る
時
に
の
み
使
用
さ
れ
る
調
絃
法
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
貞
敏
時
代
に
「
啄
木
」
が
存

在
し
、
貞
敏
が
啄
木
を
伝
授
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
を
否
定
さ
れ
た
の
が
早
川
太
基
氏
で
、
啄
木
が
じ
つ
は
宋
代
流
行
の
琵
琶
独
奏
曲
で
あ
り
、
日
本
へ
の
伝
来
は
院
政

期
で
あ
っ
て
、
啄
木
な
る
琵
琶
独
奏
曲
が
唐
代
に
存
し
た
痕
跡
は
中
国
側
の
文
献
に
見
出
せ
な
い
と
い
う）
1（
（

。
こ
れ
に
よ
る
な
ら
、
貞
敏

が
学
ん
だ
中
に
「
啄
木
調
」
と
い
う
調
絃
法
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
不
可
解
と
い
う
ほ
か
な
く
、
貞
敏
の
時
点
で
は
存
在
し
な
か
っ
た

も
の
を
、
後
人
が
増
補
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、『
諸
調
子
品
』
の
現
存
最
古
の
写

本
と
い
わ
れ
る
伏
見
宮
本
の
書
写
年
代
で
あ
る
。

　
『
諸
調
子
品
』
の
伝
本
は
、
伏
見
宮
本
も
院
禅
本
も
、
閲
覧
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
史
料
批
判
は
行
な
わ

れ
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
伏
見
宮
本
の
解
題
（
前
述
伊
地
知
氏
執
筆
）
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
「
平

安
中
期
十
一
世
紀
前
後
写
」（
伏
見
宮
本
）、「
南
北
朝
期
写
」（
院
禅
本
）
と
い
う
書
写
年
代
も
、他
の
研
究
者
に
は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。

伏
見
宮
本
に
あ
っ
て
は
、「
平
安
中
期
十
一
世
紀
前
後
」
の
書
写
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
曖
昧
な
表
現
で
理
解
が
む
ず
か
し
い
。
平
安

中
期
は
一
般
に
、
九
世
紀
末
の
醍
醐
天
皇
時
代
（
八
九
七
年
）
以
降
（
ま
た
は
村
上
天
皇
の
時
代
〈
九
四
六
年
〉
以
降
）、
十
一
世
紀
の

後
冷
泉
帝
時
代
（
一
〇
六
七
年
）
ま
で
を
い
う
と
さ
れ）
11
（

、
十
一
世
紀
は
一
〇
〇
〇
～
一
〇
九
九
年
ま
で
を
い
う
か
ら
、
平
安
中
期
と
十
一

世
紀
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
一
部
が
重
な
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
「
平
安
中
期
、
と
く
に
十
一
世
紀
ご
ろ
」
と
い

う
ほ
ど
の
意
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
平
安
中
期
に
し
て
も
、
十
一
世
紀
に
し
て
も
、
前
出
早
川
氏
に
よ
れ
ば
、
啄
木
の
初
見
は
宋
の
慶
暦

八
年
（
一
〇
四
八
）、
流
行
は
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
以
後
で
、
日
本
へ
の
伝
来
は
そ
れ
以
降
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
啄

木
の
伝
来
は
一
〇
五
七
年
（
後
冷
泉
朝
の
天
喜
五
年
）
以
降
と
な
り
、
伏
見
宮
本
の
推
定
書
写
年
代
に
重
な
る
。
ま
た
、
琵
琶
の
秘
曲



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

七
〇

や
琵
琶
の
歴
史
観
が
登
場
す
る
の
も
十
一
世
紀
末
、
源
経
信
・
基
綱
親
子
の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
も
時
期
が
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

伏
見
宮
本
は
、
啄
木
が
宋
か
ら
伝
来
し
、
琵
琶
の
家
が
登
場
し
て
、
秘
曲
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期
に
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
南
北
朝
期
書
写
の
院
禅
本
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
院
禅
本
自
体
は
、
南
北
朝
期
の

写
本
で
あ
る
が
、
治
暦
五
年
（
一
〇
六
九
）
三
月
の
院
禅
の
書
写
奥
書
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
信
じ
れ
ば
、
院
禅
本
の
祖
本
に
あ
た
る

院
禅
自
筆
本
は
一
〇
六
九
年
、
啄
木
流
行
の
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
か
ら
十
二
年
後
の
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
も
、
早
川

氏
の
い
う
啄
木
渡
来
後
の
本
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
後
人
が
「
啄
木
調
」
を
増
補
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

伏
見
宮
本
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
、
原
本
が
調
査
で
き
な
い
範
囲
で
は
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
に

記
さ
れ
た
調
絃
法
の
う
ち
、
貞
敏
が
整
理
し
て
定
め
た
四
調
以
外
は
、
貞
敏
が
整
理
し
た
の
ち
は
使
わ
れ
な
く
な
る
か
ら
、
実
質
的
な

意
味
で
、『
諸
調
子
品
』
自
体
は
無
用
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
、
伏
見
宮
本
の
よ
う
に
豪
華
な
装
訂
に
作
る

と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
そ
こ
に
貞
敏
の
功
績
を
顕
彰
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
伏
見
宮

本
の
書
写
年
代
は
、
琵
琶
の
歴
史
観
が
登
場
す
る
十
一
世
紀
後
半
以
降
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
、
と
。

　

ち
な
み
に
、
現
在
の
書
陵
部
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
所
載
の
解
説
で
は
、
書
写
年
代
を
「
平
安
中
期
」
と
し
て
い
て
、
伊
地
知
氏
の
い
う

「
平
安
中
期
十
一
世
紀
前
後
」
と
は
ず
れ
が
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
疑
わ
し
い
こ
と
を
一
つ
あ
げ
る
な
ら
、
次
頁
の
写
真
の
よ
う
に
、
啄
木
調
は
本
文
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
（
写
真

向
か
っ
て
左
側
の
料
紙
の
二
行
目
と
三
行
目
。
奥
書
は
四
行
目
か
ら
始
ま
る
）
が
、
絃
合
は
な
く
（
ほ
か
の
調
絃
法
に
は
あ
る
）、
し

か
も
奥
書
と
の
間
に
余
白
は
な
い
。
通
常
は
本
文
を
記
し
た
ら
、
余
白
を
い
く
ら
か
あ
け
て
奥
書
を
記
す
も
の
で
あ
る
の
に
、
一
行
の

余
白
も
な
い
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
院
禅
本
で
も
同
様
に
す
る
）。
だ
か
ら
、
そ
の
点
は
い
さ
さ
か
不
審
で
あ
り
、
伏
見
宮
本
作
成
時
の

下
書
き
か
、あ
る
い
は
そ
の
親
本
の
段
階
で
、本
文
の
末
尾
と
奥
書
と
の
間
の
余
白
に
あ
と
か
ら
書
き
足
さ
れ
た
、だ
か
ら
余
白
が
な
い
、



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

七
一

だ
か
ら
絃
合
が
書
か
れ
て
い
な
い
、と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、こ
の『
諸
調
子
品
』末
尾
の「
啄
木
調
」は
、

後
人
増
補
の
可
能
性
も
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
つ

の
可
能
性
で
あ
り
、
問
題
提
起
で
あ
る
が
、
こ
う
考
え
な
け
れ
ば
つ
じ
つ
ま

が
合
わ
な
い
。

（
三
）
貞
敏
の
功
績
に
つ
い
て

　

さ
て
、
こ
の
『
諸
調
子
品
』
に
記
さ
れ
る
琵
琶
の
調
絃
法
（
い
ま
問
題
の

「
啄
木
調
」
は
ひ
と
ま
ず
措
く
）
を
、
貞
敏
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
こ
と
の

歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
林
謙
三
氏
の
「
琵
琶
調
絃
の
種
々
相）
11
（

」
に
詳
し

く
、
と
く
に
音
楽
学
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
理
解
の
及
ば
な
い
と
こ

ろ
も
あ
る
が
、
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
が
楽
人
に
は
古
く
か
ら
享
受
さ
れ
て

き
た
こ
と
は
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
を
究
明
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
氏
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
享

受
の
変
遷
を
見
て
お
き
た
い
。

ア
、
貞
保
親
王
の
『
琵
琶
譜
』
奥
書
に
見
る
貞
敏
の
功
績

　

ま
ず
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
に
触
れ
た
の
は
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
で
あ
り
、

同
書
巻
末
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

宮内庁書陵部蔵「琵琶譜」（伏 2071）巻末

画像は本冊子にてご覧ください。



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

七
二

　
　

調
子
品

　
　
　

風
香
調

　
　
　

返
風
香
調

　
　
　

黄
鐘
調

　
　
　

清
調

　

�

其
琵
琶
調
子
品
、
其
数
繁
多
、
忽
不
可
弾
尽
。
然
貞
敏
朝
臣
、
究
弾
諸
調
、
無
所
不
貫
。
綜
而
或
其
音
不
殊
美
、
或
合
笛
多
迂
。

仍
定
四
調
備
雅
楽
〈
是
四
調
子
則
是
也
。
故
陸
奥
介
良
春
之
所
謂
伝
也
〉。
若
多
欲
知
諸
調
、
周
案
譜
可
覚
。
必
不
可
拘
師
伝
。

　
（
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
の
画
像
よ
り
翻
刻
。
句
読
点
、
傍
線
、
括
弧
は
筆
者
）

　
（
※
傍
線
部
、院
禅
本
に
異
同
あ
り
。
所
…
院
禅
本
な
し
。
脱
落
か
。
周
…
院
禅
本
「
同
」
に
作
る
。
文
意
に
よ
り
周
を
採
っ
た
）

　
（
訓
読
「
其
」
以
下
）
そ
れ
、琵
琶
の
調
子
品
は
、そ
の
数
繁
多
に
し
て
、忽
ち
に
弾
き
尽
く
す
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
、貞
敏
朝
臣
、

諸
調
を
究
め
弾
き
、
貫
か
ざ
る
所
無
し
。
綜
じ
て
或
は
そ
の
音
、
殊
に
美
し
か
ら
ず
、
或
は
笛
に
合
は
す
に
多
く
迂
み
た
り
。
仍

つ
て
、
四
調
を
定
め
、
雅
楽
に
備
ふ
〈
こ
の
四
調
子
、
則
ち
こ
れ
な
り
。
故
陸
奥
介
良
春
の
謂
ひ
伝
へ
し
所
な
り
〉。
若
し
、
多

く
諸
調
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
周
く
譜
を
案
じ
て
、
覚
ゆ
べ
し
。
必
ず
し
も
師
の
伝
に
拘
は
る
べ
か
ら
ず
。

　
（「
迂
」
は
、
ま
が
る
、
く
ね
る
等
の
意
が
あ
り
、
文
脈
か
ら
推
測
す
る
に
、
笛
に
合
わ
せ
て
も
、
音
が
合
わ
な
い
の
意
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
は
同
字
の
古
訓
に
よ
っ
て
「
ひ
が
む
」
と
訓
じ
た
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
琵
琶
の
調
子
は
数
多
く
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
貞
敏
は
こ
れ
を
極
め
て
、

弾
き
お
お
せ
な
い
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
音
は
総
じ
て
必
ず
し
も
美
し
く
な
く
、
笛
に
合
わ
そ
う
と
し
て
も
、
多
く
は

う
ま
く
合
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、（
貞
敏
は
）
そ
の
中
か
ら
四
つ
の
調
を
選
ん
で
定
め
、
こ
れ
を
雅
楽
に
使
っ
た
〈
右
に
掲
げ
た
四



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

七
三

調
子
（
※
風
香
調
、
返
風
香
調
、
黄
鐘
調
、
清
調
）
が
こ
れ
で
あ
り
、（
以
上
は
）
故
陸
奥
介
良
春
（
貞
敏
息）
11
（

）
よ
り
聞
き
伝
え
た
と

こ
ろ
で
あ
る
〉。
も
し
、
多
く
の
諸
調
子
を
理
解
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
こ
と
ご
と
く
譜
を
理
解
し
て
、
覚
え
る
べ
き
で
あ
る
。
必

ず
し
も
師
の
教
え
に
従
う
必
要
は
な
い
―
―
と
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
保
は
貞
敏
の
調
絃
法
整
理
を
、
息
子
の
良
春
か
ら
伝
え
聞
い
た
と
い
う
か
ら
、
貞
保
が
貞
敏
か
ら
直
接
学
ん
だ

わ
け
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
貞
敏
は
貞
保
誕
生
前
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
二
人
の
間
に
師
弟
関
係
は
成
り

立
た
な
い
し
、秘
曲
の
相
伝
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
と
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。貞
保
の『
琵

琶
譜
』
は
、
貞
敏
整
理
後
の
琵
琶
四
調
子
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
を
、
敦
実
親
王
に
教
授
し
た
時
、
そ
の
証
と
し
て
送
っ
た
譜
で
あ
る
か
ら
、

貞
敏
の
業
績
を
、
間
接
的
に
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
、
藤
原
師
長
の
『
三
五
要
録
』
に
見
る
貞
敏
の
功
績

　

さ
て
、
貞
敏
が
調
絃
法
を
整
理
し
た
こ
と
は
、
院
政
期
成
立
の
藤
原
師
長
の
琵
琶
譜
『
三
五
要
録
』
巻
二
に
も
見
え
る
。

　
　

風
香
調　

返
風
香
調

　
　

黄
鐘
調　

返
黄
鐘
調

　
　

清
調　
　

双
調

　
　

平
調　
　

啄
木
調

　
　

�

私
案
、
琵
琶
調
子
品
、
上
古
各
本
調
、
絃
管
無
異
。
即
以
琵
琶
平
調
、
合
笛
平
調
。
以
琵
琶
黄
鐘
調
、
合
笛
黄
鐘
調
。
而
、
我

祖
師
守藤
原
貞
敏

宮
令
、
定
四
調
、
備
雅
楽
。
所
謂
、
風
香
調
、
返
風
香
調
、
黄
鐘
調
、
清
調
是
也
。
今
世
、
以
琵
琶
風
香
調
、
合
笛
黄

鐘
調
・
盤
渉
調
。
以
琵
琶
返
風
香
調
、
合
笛
壱
越
調
・
沙
陀
調
・
双
調
・
水
調
。
以
琵
琶
黄
鐘
調
、
合
笛
平
調
・
性
調
。
以
琵

琶
返
黄
鐘
調
、
合
笛
大
食
調
・
乞
食
調
。
又
以
琵
琶
清
調
、
合
笛
平
調
・
盤
渉
調
。
然
、
以
風
香
調
、
合
笛
盤
渉
調
、
以
返
風



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

七
四

香
調
、
合
笛
壱
越
調
時
、
絃（
マ
マ
）

急
易
絶
、
調
高
、
難
和
。
爰
以
琵
琶
双
調
、
合
笛
壱
越
調
、
以
琵
琶
平
調
、
合
笛
盤
渉
調
、
緩
急

得
中
、
清
濁
叶
宜
。
故
用
件
八
調
、
以
弾
諸
曲
焉
。

�

（
伏
見
宮
本
『
三
五
要
録
』
巻
二
、
伏
九
三
一
の
紙
焼
き
写
真
よ
り
翻
刻
。
傍
線
・
波
線
・
破
線
、
句
読
点
は
筆
者
）

（「
私
案
」
以
下
訓
読　

私
に
案
ず
る
に
、
琵
琶
の
調
子
品
、
上
古
は
各
々
本
の
調
に
し
て
、
絃
管
異
な
る
こ
と
無
し
。
即
ち
、
琵

琶
平
調
を
以
つ
て
笛
の
平
調
に
合
は
せ
、
琵
琶
黄
鐘
調
を
以
つ
て
笛
の
黄
鐘
調
に
合
は
す
。
し
か
る
に
、
我
が
祖
師
守
宮
令
（
※

貞
敏
の
極
官
掃
部
頭
の
唐
名
。
貞
敏
を
指
す
）、
四
調
を
定
め
、
雅
楽
に
備
ふ
。
所
謂
、
風
香
調
、
返
風
香
調
、
黄
鐘
調
、
清
調

こ
れ
な
り
。
今
の
世
は
、
琵
琶
風
香
調
を
以
つ
て
笛
の
黄
鐘
調
、
盤
渉
調
に
合
は
せ
、
琵
琶
返
風
香
調
を
以
つ
て
笛
の
壱
越
調
、

沙
陀
調
、
双
調
、
水
調
に
合
は
せ
、
琵
琶
黄
鐘
調
を
以
つ
て
、
笛
の
平
調
、
性
調
に
合
は
せ
、
琵
琶
返
黄
鐘
調
を
以
つ
て
笛
の
大

食
調
、
乞
食
調
に
合
は
せ
、
ま
た
琵
琶
清
調
を
以
つ
て
笛
の
平
調
、
盤
渉
調
に
合
は
す
。
し
か
る
に
、
風
香
調
を
以
つ
て
笛
の
盤

渉
調
に
合
は
せ
、
返
風
香
調
を
以
つ
て
笛
の
壱
越
調
に
合
は
す
時
、
絃
急
（
た
ち
ま
ち
）に
絶
へ
易
し
。
調
べ
高
く
、
和
し
難
し
。
こ
こ
に
琵
琶

双
調
を
以
つ
て
笛
の
壱
越
調
に
合
は
せ
、
琵
琶
平
調
を
以
つ
て
笛
の
盤
渉
調
に
合
は
す
。
緩
急
中
を
得
て
、
清
濁
叶
ひ
て
宜
し
き

な
り
。
故
に
件
の
八
調
を
用
ひ
、
以
つ
て
諸
曲
を
弾
ず
。）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
琵
琶
の
調
子
は
、
上
古
は
管
楽
器
（
笛
）
と
同
じ
調
子
を
用
い
た
が
、
貞
敏
は
四
調
、
す
な
わ
ち
風
香
調
、
返
風

香
調
、
黄
鐘
調
、
清
調
を
定
め
た
。
い
ま
は
、
琵
琶
風
香
調
、
琵
琶
返
風
香
調
、
琵
琶
黄
鐘
調
、
琵
琶
返
黄
鐘
調
、
琵
琶
清
調
を
用
い
る
。

し
か
し
、
風
香
調
で
笛
の
盤
渉
調
に
合
わ
す
時
と
、
返
風
香
調
で
笛
の
一
越
調
に
合
わ
す
時
に
、
絃
が
切
れ
や
す
い
。
そ
こ
で
、
琵
琶

双
調
と
琵
琶
平
調
を
定
め
、
八
調
子
と
し
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
ま
ず
気
に
な
る
の
は
、
琵
琶
風
香
調
、
琵
琶
返
風
香
調
、
琵
琶
黄
鐘
調
、
琵
琶
返
黄
鐘
調
、
琵
琶
清
調
に
、
琵
琶
双
調
と
琵

琶
平
調
を
加
え
る
と
七
調
子
で
あ
り
、
八
調
子
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
前
掲
破
線
部
に
あ
る
と
お
り
、
目
録
で
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は
啄
木
調
が
加
わ
っ
て
い
る
（
譜
本
文
に
も
あ
る
）
の
で
、
八
調
子
と
い
う
の
は
啄
木
調
を
加
え
た
数
字
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
で
は
、

右
の
説
明
文
中
で
啄
木
調
に
言
及
が
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
貞
敏
が
四
調
子
に
整
理
し
、
そ
の
後
増
え
て
八
調
子
に
な
る
過
程
の

説
明
の
中
に
、
啄
木
調
の
名
が
見
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
歴
史
的
叙
述
の
中
に
啄
木
調
が
入
っ
て
い
な
い
の

は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
で
も
同
様
で
あ
り
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
で
は
、
目
録
の
中

に
も
、
譜
本
文
の
中
に
も
、
こ
の
啄
木
調
が
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
。

　

右
の
『
三
五
要
録
』
の
目
録
に
は
「
啄
木
調
」
が
あ
り
、
譜
本
文
に
も
そ
れ
が
あ
る
の
は
、
師
長
の
時
代
は
啄
木
が
行
わ
れ
て
い
た

か
ら
当
然
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
貞
敏
時
代
か
ら
存
在
し
、
琵
琶
の
歴
史
観
が
い
う
よ
う
に
、
貞
敏
が
「
啄
木
調
」
を
持
ち
帰
り
、
そ
の

後
そ
れ
が
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
の
な
ら
、
貞
敏
が
調
子
を
整
理
し
た
時
、
貞
敏
は
そ
の
中
に
「
啄
木
調
」
を
残
し
た
は
ず
で
、
そ
の
こ

と
は
そ
れ
を
承
け
た
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
三
五
要
録
』
に
お
い
て
、
そ

の
後
八
調
子
に
増
え
て
い
く
過
程
の
説
明
の
中
で
も
、
他
の
調
子
と
と
も
に
記
さ
れ
て
よ
い
は
ず
な
の
に
、
見
え
な
い
。
こ
れ
は
、
そ

も
そ
も
啄
木
調
が
、
貞
敏
に
は
じ
ま
る
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
、
そ
の
変
遷
の
過
程
の
中
に
は
な
く
、
院
政
期
に
な
っ
て
加
わ
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。『
諸
調
子
品
』
に
「
啄
木
調
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
う
し
た
点
か
ら
も
不
審
で
あ
り
、

後
人
増
補
を
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
こ
『
三
五
要
録
』
で
も
貞
敏
の
調
子
整
理
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
後
調
子
の
数
は
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
貞
敏
の

定
め
た
も
の
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
筆
者
が
も
う
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
師
長
が
貞
敏
の

こ
と
を「
我
祖
師
守
宮
令
」と
呼
び
、貞
敏
を
自
分
の「
祖
師
」と
仰
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る（
守
宮
令
は
貞
敏
の
極
官
掃
部
頭
の
唐
名
）。

こ
の
こ
と
は
『
古
事
談
』
第
六
第
二
十
一
話
に
も
そ
の
ま
ま
「
貞
敏
ヲ
バ
、
妙
音
院
入
道
ハ
常
吾
祖
師
守
宮
令
ト
被
仰
ケ
リ
」
と
出
て

い
る）
11
（

（
こ
れ
は
こ
の
『
三
五
要
録
』
か
ら
出
た
話
だ
ろ
う
）
が
、
そ
れ
は
、『
三
五
要
録
』
の
文
脈
に
よ
れ
ば
、
貞
敏
整
理
の
四
調
子



日
　
本
　
文
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が
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
礎
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
功
績
を
尊
ぶ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
の
琵
琶

の
師
資
相
承
と
秘
曲
の
相
伝
の
始
原
に
貞
敏
を
置
く
背
景
に
は
、貞
敏
整
理
の
四
調
が
、そ
の
後
の
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
礎
に
な
っ

た
と
い
う
功
績
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ウ
、『
胡
琴
教
録
』
に
見
る
貞
敏
の
功
績

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
『
要
録
』
の
編
者
師
長
と
同
時
期
に
活
躍
し
た
、中
原
有
安
の
琵
琶
に
関
す
る
言
談
を
筆
録
し
た
『
胡
琴
教
録
』
の
、

上
巻
「
諸
調
子
品
」
に
は
、
こ
の
貞
敏
に
よ
る
調
子
整
理
に
つ
い
て
の
、
有
安
と
師
長
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

師
説
曰
、
土
左
大
臣
殿
、
御
上
路（
マ
ヽ
）の
と
き
、
四
ヶ
条
の
ふ
し
む
を
奉
問
。〔
有
安
〕「
一
に
は
、
往
昔
は
雖
多
曲
調
、
中
古
所
用
四

調
也
。
見
南
譜
風
香
々

黄
鐘
々
。
し
か
る
に
、
い
ま
の
よ
、
双
調
・
平
調
、
こ
れ
を
ひ
き
く
わ
う
。
こ
の
で
う
、
南
宮
の
ふ
の
お
く
が
き
の

む
ね
に
ま
か
せ
て
、
以
案
譜
ひ
き
い
だ
す
と
こ
ろ
か
。
し
か
ら
ば
、
い
づ
れ
の
時
よ
り
も
ち
ゆ
る
ぞ
や
」。
答
云
、〔
師
長
〕「
し
ら
ざ

る
と
こ
ろ
也
」。（
後
略）
11
（

）

　

有
安
に
よ
れ
ば
、琵
琶
の
調
子
は
、か
つ
て
は
数
多
く
存
在
し
た
が
、「
中
古
」は
四
調
子
を
用
い
た
と
い
い
、そ
の
こ
と
は「
南
譜
」（
南

宮
譜
、
す
な
わ
ち
前
述
の
貞
保
親
王
の
『
琵
琶
譜
』
を
指
す
。
貞
保
は
南
宮
と
呼
ば
れ
た
）
に
見
え
る
と
い
う
。
い
ま
は
こ
れ
に
双
調

と
平
調
を
加
え
る
が
、
こ
れ
は
『
南
宮
譜
』（
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』）
の
奥
書
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
考
え
出
し
た
判
断
だ
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
か
ら
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
聞
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
根
拠
、
出
典
は
何
か
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
師
長
は
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
。
有
安
の
い
う
こ
と
は
、
前
掲
の
『
要
録
』
に
記
す
と
こ
ろ
と
一
致

す
る
が
、『
要
録
』
の
前
掲
波
線
部
「
こ
こ
に

0

0

0

琵
琶
双
調
を
以
つ
て
笛
の
壱
越
調
に
合
は
せ
、
琵
琶
平
調
を
以
つ
て
笛
の
盤
渉
調
に
合

は
す
」（
原
漢
文
）
の
圏
点
部
「
こ
こ
に
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、師
長
が
琵
琶
双
調
と
琵
琶
平
調
を
加
え
た
よ
う
に
も
と
れ
そ
う
だ
が
、

そ
う
理
解
し
て
よ
い
か
、『
三
五
要
録
』
を
遡
る
琵
琶
譜
で
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
譜
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
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た
だ
、
こ
こ
で
も
貞
敏
整
理
の
四
調
が
、
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
歴
史
の
中
に
し
っ
か
り
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ

う
し
た
認
識
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
先
の
師
長
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
琵
琶
奏
者
の
共
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、貞
敏
の
功
績
は
調
絃
法
の
請
来
と
整
理
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、貞
敏
に
も
っ

と
も
近
い
時
期
の
成
立
で
あ
る
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
に
お
い
て
も
、
院
政
期
成
立
の
『
三
五
要
録
』
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、
鎌
倉

前
期
成
立
の
『
胡
琴
教
録
』
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
と
貞
敏
の
調
子
整
理
が
早
く
か
ら
琵

琶
奏
者
の
間
で
は
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
述
の
林
謙
三
氏
は
、唐
の
琵
琶
の
調
絃
法
か
ら
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
到
る
、

琵
琶
の
調
絃
法
の
歴
史
を
通
覧
し
て
、「
奈
良
時
代
に
伝
え
た
唐
の
古
説
と
は
、
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
の
あ
る
中
唐
の
新
説
が
わ
が
琵

琶
調
の
直
接
的
根
元
」
で
あ
り
、「
こ
の
意
味
で
、
一
巻
の
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
を
わ
が
雅
楽
に
も
た
ら
し
た
貞
敏
の
功
績
は
は
な
は

だ
大
き
く
、
そ
の
書
の
価
値
も
ま
た
は
な
は
だ
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る）
11
（

。
貞
敏
の
功
績
は
、
そ
れ
ま
で
伝
わ
っ

て
い
た
古
説
に
代
わ
っ
て
、
中
唐
の
新
説
を
請
来
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
、
筆
者
が
こ
れ
に
付
け
加
え
た
い
の
は
、
こ
う

し
た
貞
敏
の
功
績
が
、
貞
敏
を
祖
と
仰
ぐ
歴
史
観
を
生
む
温
床
の
、
重
要
な
一
つ
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貞
敏
が
秘

曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
く
、
ま
た
彼
が
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
の
始
原
に
あ
た
る
と
い
う
の
も
実
際
は
あ
り
え
な
い
の

だ
が
、
彼
が
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の
功
績
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
円
仁
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
つ
い
て

　

で
は
、
話
を
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
の
実
態
解
明
に
戻
し
た
い
。『
諸
調
子
品
』
に
は
右
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
第
二

節
で
確
認
し
た
同
書
の
奥
書
の
内
容
が
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
記
す
と
こ
ろ
と
齟
齬
が
な
い
こ
と
は
、
佐
藤
氏
に
す
で

に
指
摘
が
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
も
ま
ず
は
『
巡
礼
行
記
』
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。
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ま
ず
、『
行
記
』
に
見
え
る
貞
敏
の
主
な
動
向
を
、
塩
入
良
道
氏
校
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
１
』（
東
洋
文
庫）

11
（

）
を
も
と
に
、
時
系

列
に
抽
出
し
て
み
る
と
、
後
掲
の
表
２
の
よ
う
に
な
る
（
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
）。

　

い
ま
、『
行
記
』
に
よ
っ
て
、
貞
敏
の
動
向
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
彼
は
、
円
仁
ら
と
と
も
に
遣
唐
使
船
（
第
一
船
）
に
乗
り
込
み
、

博
多
を
出
航
。
揚
州
に
着
く
直
前
の
海
陵
県
宜
陵
館
で
下
痢
を
し
、
一
度
病
臥
し
て
い
る
。
こ
れ
が
唐
の
開
成
三
年
七
月
二
十
四
日
で

あ
る
。
揚
州
到
着
は
翌
二
十
五
日
。『
諸
調
子
品
』
奥
書
に
よ
れ
ば
、
揚
州
観
察
府
に
琵
琶
博
士
を
依
頼
し
た
の
が
八
月
七
日
で
、
こ

れ
は
円
仁
ら
の
天
台
山
行
き
の
許
可
を
請
う
牒
状
を
提
出
し
た
八
月
三
日
に
近
接
し
、
遣
唐
大
使
ら
一
行
が
長
安
に
向
け
て
出
立
す
る

十
月
四
日
よ
り
二
か
月
近
く
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
最
初
か
ら
揚
州
で
の
琵
琶
伝
習
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
揚
州
到
着
直
前
に
下
痢
を
お
こ
し
、
体
調
を
崩
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
遣
唐
使
一
行
が
、
海
を
渡
り
、
七
月
一
日
に
は
じ
め

て
陸
地
に
上
陸
し
て
以
来
、
八
月
二
十
一
日
ま
で
に
、『
行
記
』
に
見
え
る
だ
け
で
す
で
に
七
人
が
腫
物
の
病
や
下
痢
で
命
を
落
と
し

て
い
た）
11
（

。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、こ
の
渡
航
と
現
地
の
劣
悪
な
状
況
と
は
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。
体
調
を
崩
し
た
貞
敏
は
大
事
を
と
り
、

揚
州
か
ら
さ
ら
に
長
い
旅
路
と
な
る
長
安
行
き
を
早
々
に
断
念
し
て
、
揚
州
で
の
琵
琶
伝
習
に
切
り
替
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、『
諸
調
子
品
』
奥
書
に
、
伝
習
を
終
え
て
譜
を
送
ら
れ
た
と
す
る
九
月
二
十
九
日
は
、『
行
記
』
に
よ
れ
ば
、
伝
習
が
行
わ
れ

た
開
元
寺
の
北
に
あ
る
水
館
で
、
長
安
行
き
一
行
の
送
別
会
が
開
か
れ
た
日
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
貞
敏
の
伝
習
修
了
を
兼
ね
た
宴
席
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
が
、
だ
か
ら
貞
敏
は
そ
の
後
長
安
行
き
の
一
行
に
加
わ
っ
て
長
安
に
行
く
こ
と
も
で
き
た
。
彼
の
伝
習
は
長

安
行
き
一
行
が
出
立
す
る
前
に
終
わ
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
安
行
き
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
先
述

の
下
痢
を
起
こ
し
た
一
件
が
関
係
し
て
い
た
も
の
か
。
し
か
し
、
貞
敏
が
た
と
え
長
安
行
き
に
同
行
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
は
長
安
で

の
長
期
滞
在
を
叶
え
ら
れ
ず
、
早
々
に
下
向
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
、
満
足
の
い
く
伝
習
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ

よ
貞
敏
は
、
結
果
と
し
て
、
円
仁
ら
と
と
も
に
揚
州
に
滞
在
し
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
長
安
行
き
一
行
が
ち
ょ
う
ど
長
安
に
着
く
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十
一
月
二
十
九
日
頃
に
は
ま
た
病
臥
し
て
い
る
。
何
の
病
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
は
発
心
し
て
出
家
の

許
可
を
求
め
、
ま
た
仏
画
な
ど
を
描
か
せ
、
斎
会
を
設
け
て
い
る
か
ら
、
か
な
り
重
篤
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
下
痢
を
し
て
以
来
、
貞
敏

の
体
調
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、『
行
記
』
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
こ
と
を
み
る
と
、
万
全
の
体
調
で
な
か
っ

た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
の
揚
州
残
留
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
長
安
行
き
の
一
行
が
帰

還
し
、
貞
敏
の
病
も
癒
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
日
本
へ
帰
国
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
貞
敏
の
渡
唐
は
、
当
初
は
長
安
で
の
琵
琶
伝
習
を
計
画
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
揚
州
到
着
直
前
に
体
調
を
崩

し
た
こ
と
か
ら
、
早
々
に
揚
州
で
の
伝
習
に
切
り
替
え
、
揚
州
で
学
ん
で
帰
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
不
甲
斐
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
伝
習
期
間
は
わ
ず
か
二
十
日
余
り
で
あ
り
、
学
ん
だ
も
の
と
し
て
現
在
確
認
で
き
る
の
は
、
琵
琶
の
調
絃
法
と
絃
合
（『
諸

調
子
品
』）、楽
曲
「
賀
殿
」（
前
述
『
和
名
抄
』）
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、伝
習
に
あ
た
っ
た
の
は
、「
州
衙
前
第
一
部
廉
承
武
〈
字

廉
十
郎
／
生
年
八
十
五
〉」
と
い
う
、
す
で
に
引
退
し
、
齢
八
十
に
も
な
っ
た
老
人
で
あ
っ
た
。

　

後
世
、
貞
敏
が
請
来
、
整
理
し
た
調
絃
法
は
、
尊
重
さ
れ
、
そ
の
後
の
日
本
の
琵
琶
の
調
絃
法
の
基
礎
と
な
っ
た
か
ら
、
貞
敏
の
伝

習
は
歴
史
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
貞
敏
の
生
前
や
没
後
間
も
な
い
時
期
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
だ

か
ら
、
彼
は
失
意
の
中
で
帰
国
し
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、『
三
代
実
録
』
貞

敏
卒
伝
に
、
長
安
で
の
伝
習
、
劉
二
郎
に
絶
賛
さ
れ
、
そ
の
娘
と
婚
姻
す
る
、
な
ど
と
い
う
輝
か
し
い
美
談
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
三
代
実
録
』
は
、
国
史
と
い
う
性
格
上
、
国
体
を
重
ん
じ
、
長
安
で
の
伝
習
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
佐
藤
氏
は
、『
実
録
』
の
編
纂
が
貞
敏
の
死
後
三
十
四
年
の
の
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
こ
と

を
直
接
知
る
人
は
お
ら
ず
、
伝
承
の
中
で
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る）
11
（

。
し
か
し
、
卒
伝
と
奥
書
の
内
容
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
伝
承
の
間
の
変
化
に
片
づ
け
て
し
ま
う
の
は
乱
暴
で
あ
る
。
磯
水
絵
先
生
が
、『
諸
調
子
品
』
の
い
う
廉
承
武
の
字
（
実
際
は
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輩
行
か
）
と
い
う
「
廉
十
郎
」
と
、
卒
伝
の
い
う
「
劉
二
郎
」
の
発
音
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ）

1（
（

、
口
頭
伝
承
が
介
在
し
て

い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
点
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
貞
保
親
王
の
『
琵
琶
譜
』
に
よ
れ
ば
、
貞
保
は

貞
敏
の
琵
琶
の
調
子
の
整
理
の
こ
と
を
、
貞
敏
の
息
子
良
春
か
ら
口
伝
え
で
聞
い
た
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
貞
敏
の
こ
と
は
子
孫
に

よ
っ
て
、少
な
く
と
も
貞
保
に
は
ほ
ぼ
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。『
諸
調
子
品
』も
伝
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

卒
伝
の
よ
う
な
伝
習
譚
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
や
は
り
人
為
的
な
部
分
が
あ
る
こ
と
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
貞

敏
の
伝
習
が
歴
史
的
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
る
前
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
貞
敏
の
子
孫
、
ま
た
は
そ
の
周
辺
の
人
々
に
よ
っ
て
、
貞
敏
の

名
誉
の
た
め
、
伝
習
の
こ
と
が
美
談
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
や
が
て
『
実
録
』
に
収
録
さ
れ
た
。
収
録
の
際
に
も
表
現
そ
の

他
に
脚
色
が
加
わ
っ
た
と
、
複
数
の
段
階
―
―
口
承
伝
承
の
変
化
と
人
為
的
改
変
と
―
―
を
経
て
、
卒
伝
の
よ
う
な
物
語
へ
と
変
わ
っ

て
い
っ
た
と
見
た
い
。
揚
州
は
長
安
と
な
り
、廉
十
郎
は
伝
承
の
間
に
「
劉
二
郎
」
と
な
り
、数
多
く
の
調
絃
法
と
絃
合
は
「
譜
数
十
巻
」

に
及
ぶ
「
妙
曲
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
、『
文
机
談
』
に
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
そ
の
後
、
天
皇

を
は
じ
め
と
す
る
貴
顕
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
の
な
ら
（『
文
机
談
』
で
は
、
貞
敏
は
文
徳
帝
に
秘
曲
を
伝
授
し
た
と
い
う
）、

そ
の
こ
と
は
貞
敏
の
名
誉
で
あ
っ
て
、
卒
伝
に
も
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
貞
敏
の
息
子

を
介
し
て
貞
敏
の
功
績
を
知
っ
た
と
い
う
貞
保
も
、『
琵
琶
譜
』
に
そ
う
し
た
こ
と
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
の

ち
に
現
れ
る
貞
敏
の
秘
曲
伝
授
譚
の
是
非
を
考
え
る
上
で
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

日
本
の
琵
琶
の
歴
史
観
で
は
、
藤
原
貞
敏
が
渡
唐
し
て
廉
承
武
よ
り
琵
琶
を
習
い
、
い
わ
ゆ
る
三
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
す
る
が
、

は
た
し
て
三
秘
曲
は
伝
授
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
は
結
局
そ
こ
を
検
証
し
て
き
た
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
貞
敏
が
渡
唐
し
て
琵
琶
を
学
ん
だ
か
、
誰
か
ら
ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
か
と
い
う
点
が
検
討
さ
れ
、
そ
れ
は
『
琵
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琶
諸
調
子
品
』
の
貞
敏
奥
書
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、ま
た
貞
敏
が
渡
唐
し
て
揚
州
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
、円
仁
の
『
入

唐
求
法
巡
礼
行
記
』
で
裏
付
け
て
き
た
。
し
か
し
、
三
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
か
と
い
う
点
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
日
本

の
琵
琶
史
観
が
ま
だ
多
く
の
研
究
者
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
三
秘
曲
が
、
承
和
の

遣
唐
使
の
時
代
に
確
認
で
き
な
い
、
院
政
期
以
降
の
登
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
三
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
と
す
る
と
こ
ろ
は

再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
貞
敏
の
琵
琶
伝
習
を
検
討
し
な
お
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

貞
敏
が
渡
唐
し
て
揚
州
で
廉
承
武
よ
り
琵
琶
を
学
ん
だ
こ
と
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る
が
、
三
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
事
実
は
確
認
で
き

な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
や
は
り
院
政
期
以
降
に
付
会
さ
れ
た
物
語
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
現
時
点
で
の
結
論
で
あ
る
が
、
で
は
そ
う

し
た
歴
史
観
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
歴
史
観
を
記
す
文
献
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
紙
幅
の

関
係
か
ら
本
稿
に
続
く
別
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
で
新
た
に
指
摘
し
た
こ
と
を
以
下
に
整
理
し
て
、
ひ
と
ま
ず

稿
を
閉
じ
た
い
。

（
一
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
敏
卒
伝
に
つ
い
て

　

ま
ず
、『
三
代
実
録
』
貞
敏
卒
伝
に
記
す
と
こ
ろ
は
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
貞
敏
奥
書
の
内
容
と
こ
と
ご
と
く
相
違
し
、
こ
れ
を
佐
藤

氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
伝
承
の
間
の
変
化
の
み
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
都
長
安
で
は
な
く
、
揚
州
で
齢
八
十
の
老
人

か
ら
学
ん
だ
の
は
琵
琶
の
調
絃
法
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
実
態
を
覆
い
隠
し
、こ
れ
を
美
談
と
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
当
然
脚
色
も
加
え
ら
れ
た
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
貞
敏
が
習
っ
た
と
い
う
「
両
三
調
」
は
、
の
ち
の
『
文
机
談
』
等
で
は
、
琵
琶
の
三
秘
曲
と
も
と
れ
る
書
き
方
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
卒
伝
の
文
脈
で
は
、
琵
琶
の
調
絃
法
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
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（
二
）『
琵
琶
諸
調
子
品
』
貞
敏
奥
書
に
つ
い
て

　
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
貞
敏
の
奥
書
は
、
貞
敏
が
琵
琶
を
習
い
終
え
た
際
、
譜
を
贈
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
跋
文
」
で
は
な
く
、
伝
授
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
た
「
奥
書
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
貞
敏
の
学
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。「
跋
文
」
な
ら
ば
、
貞
敏
が
編
纂
し
た
も
の
と
の
誤
解
も
生
じ
る
。
伝
授

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
奥
書
」
で
あ
る
。

（
三
）『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
問
題
点　

　
『
諸
調
子
品
』
の
伝
本
、す
な
わ
ち
伏
見
宮
本
と
院
禅
本
は
い
ず
れ
も
書
陵
部
所
蔵
で
、原
本
の
閲
覧
が
叶
わ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

史
料
批
判
が
進
ん
で
い
な
い
。
そ
し
て
、
最
古
の
写
本
と
さ
れ
る
伏
見
宮
本
だ
け
が
複
製
本
と
し
て
刊
行
、
公
開
さ
れ
た
と
い
う
経
緯

も
あ
り
、
伏
見
宮
本
を
基
本
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
院
禅
本
は
結
果
的
に
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
こ
う
し
た

こ
と
が
問
題
の
根
底
に
あ
る
。

　

伏
見
宮
本
は
、
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
『
諸
調
子
品
』
を
合
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
は
成
立
も
内
容
も
異
な
る
別
個
の
文
献
で

あ
る
が
、
複
製
本
の
伊
地
知
氏
解
題
が
、
こ
れ
を
合
写
し
た
も
の
と
捉
え
ず
、
貞
保
が
『
琵
琶
譜
』
編
纂
の
際
、『
諸
調
子
品
』
を
「
付

載
」
し
た
も
の
で
あ
り
、『
諸
調
子
品
』
は
『
琵
琶
譜
』
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
る
と
見
做
し
た
こ
と
か
ら
、
両
者
を
一
つ
の
琵
琶
譜

と
見
做
す
誤
解
を
生
じ
さ
せ
た
。
現
在
で
も
書
陵
部
で
は
、
伏
見
宮
本
を
「
琵
琶
譜
（
延
喜
廿
一
年
序
、
開
成
三
年
藤
原
貞
敏
跋
）」、

「
編
著
者
：
貞
保
親
王
」「
一
名
：
南
宮
琵
琶
譜
」
と
し
、
貞
保
が
編
纂
し
、
貞
敏
が
跋
文
を
書
い
た
一
巻
の
琵
琶
譜
と
し
か
理
解
で
き

な
い
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
唐
の
開
成
三
年
に
唐
で
跋
文
が
書
か
れ
、
そ
の
八
十
三
年
後
の
延
喜

二
十
一
年
に
日
本
で
序
文
が
書
か
れ
た
、
貞
保
親
王
の
琵
琶
譜
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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本
稿
で
指
摘
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
、
要
点
は
二
つ
。
一
つ
は
伏
見
宮
本
（
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
伝
本
）
が
『
文
机
談
』
に

代
表
さ
れ
る
琵
琶
史
観
で
い
わ
れ
て
い
る
貞
敏
か
ら
貞
保
へ
の
伝
授
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
伏
見

宮
本
の
よ
う
に
前
半
に
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
を
、
後
半
に
貞
敏
の
『
諸
調
子
品
』
を
置
く
か
た
ち
は
、
意
図
的
に
作
ら
れ
た
可
能
性
も

あ
る
こ
と
。
ま
た
、
伏
見
宮
本
は
、
も
と
は
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』、
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』、『
琵
琶
諸
調
子
譜
』
の
三
部
三
巻
に

分
か
れ
て
い
た
の
を
、書
陵
部
で
『
琵
琶
譜
』
と
『
諸
調
子
品
』
で
一
巻
、『
琵
琶
諸
調
子
譜
』
で
一
巻
の
、二
部
二
巻
に
再
編
し
た
が
、

そ
の
根
拠
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伏
見
宮
本
の
よ
う
な
か
た
ち
が
原
態
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

い
ま
一
つ
は
『
諸
調
子
品
』
末
尾
に
記
載
さ
れ
る
「
啄
木
調
」
の
、
後
人
増
補
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
院
政
期
以
降
登
場
す
る

秘
曲
「
啄
木
」
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
調
絃
法
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
貞
敏
時
代
か
ら
存
在
し
、
貞
敏
が
持
ち
帰
っ
て
き
た
も

の
で
あ
る
な
ら
、
唐
時
代
に
も
啄
木
が
あ
り
、
貞
敏
が
啄
木
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
啄
木
は
唐
代
の
資
料
に
は
見
当
ら
ず
、
宋
代
に
な
っ
て
登
場
、
流
行
し
、
そ
の
後
日
本
で
は
院
政
期
以
降
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
（
前
述
早
川
氏
）
か
ら
、
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
に
啄
木
調
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
。
啄
木
の
記
録

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
啄
木
の
伝
授
が
行
な
わ
れ
て
い
た
院
政
期
に
成
っ
た
師
長
の
『
三
五
要
録
』
で
は
、
現
行
の
琵
琶
の
調
絃

法
の
一
つ
と
し
て
啄
木
調
を
目
録
と
譜
本
文
に
は
掲
げ
て
い
る
が
、
平
安
中
期
の
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
に
は
、
啄
木
調
は
含
ま
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
貞
敏
が
帰
朝
後
、
数
多
く
あ
る
調
絃
法
を
、
四
調
子
に
整
理
し
た
と
説
明
す
る
文
章
中
に
も
啄
木
調
は
見
え
な
い
。
こ
れ

は
『
三
五
要
録
』
の
説
明
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
啄
木
が
調
絃
法
の
変
遷
の
歴
史
の
中
に
は
な
く
、
院
政
期
に
な
っ
て
あ
と
か

ら
加
わ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
、
説
明
が
つ
く
。
ま
た
、『
諸
調
子
品
』
の
啄
木
調
は
本
文
の
末
尾
に
、
本
文
と
奥
書
の

間
を
埋
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
、
奥
書
と
は
一
行
の
余
白
も
な
い
。
ふ
つ
う
、
奥
書
は
本
文
を
書
き
終
え
た
の
ち
、
余
白
を
数
行

置
い
て
記
す
も
の
で
あ
る
。
啄
木
調
の
本
文
は
二
行
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
本
文
と
奥
書
の
間
の
余
白
に
相
当
し
そ
う
な
行
数
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
、
い
く
つ
か
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、『
諸
調
子
品
』
の
啄
木
調
は
、
後
人
が
増
補
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
啄
木
調

に
は
絃
合
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
ほ
か
の
調
絃
法
に
は
書
か
れ
て
い
る
の
に
、
啄
木
調
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
調
絃
法

が
当
初
は
本
文
と
奥
書
の
間
の
余
白
に
書
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
絃
合
を
書
く
ス
ペ
ー
ス
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
解
し
う

る
。

　

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
伏
見
宮
本
の
書
写
年
代
で
あ
る
。
伊
地
知
氏
解
題
は
「
平
安
中
期
十
一
世
紀
前
後
」
と
す
る
（
こ
れ
も

書
陵
部
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
「
平
安
中
期
」
と
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
）。
こ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
検
証
も
必
要
だ
が
、
こ
れ
に
従

う
な
ら
、
琵
琶
の
家
や
秘
曲
、
琵
琶
史
観
が
登
場
す
る
の
が
十
一
世
紀
末
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
ろ
増
補
さ
れ
た
写
本
が
登
場
し
た
と

し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
秘
曲
伝
授
は
貞
敏
に
始
ま
る
と
す
る
歴
史
観
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た

史
料
が
要
請
さ
れ
、
増
補
さ
れ
た
可
能
性
を
、
積
極
的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
四
）『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
見
る
貞
敏
の
動
向

　
『
行
記
』
が
、『
諸
調
子
品
』
の
貞
敏
奥
書
に
伝
え
る
と
こ
ろ
と
齟
齬
が
な
く
、
貞
敏
奥
書
の
内
容
が
貞
敏
の
伝
習
の
実
態
を
伝
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
佐
藤
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
、『
行
記
』
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
貞
敏

は
揚
州
到
着
直
前
に
下
痢
を
お
こ
し
、
病
臥
し
て
お
り
、
揚
州
到
着
後
早
々
に
揚
州
観
察
府
か
ら
の
琵
琶
博
士
派
遣
を
願
い
出
て
い
る
。

ま
た
、
長
安
行
き
一
行
が
揚
州
を
出
立
し
た
の
は
、
琵
琶
伝
習
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
貞
敏
は
こ
の
一
行
に
加
わ
ら
ず
、
依
然
と
し

て
揚
州
滞
在
を
続
け
、そ
の
後
再
び
病
臥
し
て
発
心
、出
家
を
願
い
出
る
も
、許
可
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
彼
が
都
長
安
に
は
行
か
ず
、
揚
州
で
伝
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
は
、
下
痢
に
よ
る
病
臥
、
体
調
不
良
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

貞
敏
の
琵
琶
伝
習
は
、
当
初
不
甲
斐
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
）
貞
敏
の
功
績
に
つ
い
て

　

そ
ん
な
琵
琶
伝
習
の
結
果
が
、
そ
の
後
変
化
し
た
の
は
、
貞
敏
が
持
ち
帰
っ
た
調
絃
法
を
整
理
し
、
演
奏
を
容
易
に
し
た
こ
と
に
あ

り
、
ま
た
そ
れ
を
後
代
の
楽
人
が
尊
重
し
、
受
け
継
い
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
貞
敏
が
日
本
の
琵
琶
の
師
資
相
承
と
秘
曲
の
相
伝
の

始
原
に
置
か
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
貞
敏
が
調
絃
法
を
習
っ
て
帰
朝
し
た
当
時
は
、
そ
の
調
絃
法
が
そ
の
後
日
本
の
琵
琶
の
礎
に
な
る
と
は
想
像
で
き
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
体
調
不
良
の
た
め
、
都
長
安
で
の
伝
習
を
叶
え
ら
れ
ず
、
揚
州
と
い
う
一
地
方
都
市
で
、
齢
八
十
の
老
人
か
ら
わ
ず

か
二
十
日
余
り
伝
習
を
受
け
て
学
ん
だ
の
は
調
絃
法
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
実
態
は
、
当
初
は
決
し
て
上
首
尾
に
終
わ
っ
た
も
の
と
は

言
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、『
三
代
実
録
』
貞
敏
卒
伝
に
、
そ
の
琵
琶
伝
習
が
、
実
態
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
美
談
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
、
佐
藤
氏
の
論
文
に
導
か
れ
つ
つ
、
と
く
に
福
島
氏
や
早
川
氏
、
林
氏
ら
の
業
績
を
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
私
見
を

述
べ
た
。
諸
賢
の
ご
批
正
を
お
願
い
し
た
い
。

（
キ
ー
ワ
ー
ド　

琵
琶　

藤
原
貞
敏　

貞
保
親
王　

琵
琶
譜　

琵
琶
諸
調
子
品　

文
机
談　

啄
木　

秘
曲　

入
唐
求
法
巡
礼
行
記　

廉
承
武
）

　
　

�

付
記

　
　

�

本
稿
は
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）17K

02294

「
琵
琶
師
伝
集
『
胡
琴
教
録
』
の
総
合
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
氏
）、
研

究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援20K

22000

「
琵
琶
桂
流
の
歴
史
的
研
究
」（
研
究
代
表
者
：
神
田
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）�『
文
机
談
』
で
は
菊
亭
本
・
伏
見
宮
本
と
も
に
、
巻
二
「
四
絃
来
我
朝
事
」
以
下
に
、『
平
家
物
語
』
覚
一
本
で
は
巻
七
「
青
山
之
沙
汰
」
に
見
え
る
。

（
２
）��

た
と
え
ば
、『
日
本
音
楽
大
事
典
』（
平
野
健
次
ほ
か
監
修
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
三
月
）「
雅
楽
琵
琶
」
項
（
田
辺
尚
雄
・
平
野
健
次
執
筆
、
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二
九
二
・
二
九
三
頁
）
な
ど
。

（
３
）��
小
林
加
代
子
氏
「
楊
貴
妃
と
琵
琶
―
―
楽
琵
琶
の
三
曲
の
一
つ
「
楊
真
操
」
と
院
政
期
の
漢
籍
受
容
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
一
七
四　

中
世
寺
社
の
空
間
・

テ
ク
ス
ト
・
技
芸　
「
寺
社
圏
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
』
大
橋
直
義
・
藤
巻
和
宏
・
高
橋
悠
介
編
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
七
月
）
は
、
楊
真

操
の
初
見
は
院
政
期
、
大
江
匤
房
の
「
琵
琶
銘
并
序
」
で
あ
る
こ
と
、
楊
真
操
に
は
楊
貴
妃
が
作
っ
た
と
す
る
由
来
譚
が
あ
る
（
こ
れ
も
「
琵
琶
銘

并
序
」
が
そ
の
萌
芽
）
が
、
そ
れ
は
院
政
期
に
宋
か
ら
渡
来
し
た
漢
籍
（『
太
平
広
記
』『
太
平
御
覧
』『
楊
太
真
外
伝
』
等
）
に
記
さ
れ
る
、
楊
貴

妃
が
琵
琶
を
よ
く
し
た
と
す
る
話
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
楊
真
操
は
日
本
で
作
曲
さ
れ
た
か
、
と
さ
れ
る
。

�
�

早
川
太
基
氏
は
、「
琵
琶
曲
「
啄
木
」
攷
―
―
宋
代
文
人
の
聴
い
た
音
楽
」（『
東
方
学
』
一
三
六
号
、
東
方
学
会
、
二
〇
一
八
年
七
月
）
に
お
い
て
、

宋
代
の
文
献
に
登
場
す
る
啄
木
と
日
本
の
啄
木
は
、
ど
ち
ら
も
啄
木
の
生
態
を
表
現
す
る
技
法
が
あ
る
琵
琶
独
奏
曲
で
あ
る
こ
と
、
宋
代
の
啄
木
は

嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）
以
降
流
行
。
そ
の
後
日
本
へ
伝
播
し
た
と
し
て
、
藤
原
師
長
（
一
一
三
八
～
九
二
）
の
『
三
五
要
録
』
に
登
場
す
る
の
は

時
代
的
に
齟
齬
が
な
い
こ
と
、
唐
代
以
前
（
貞
敏
時
代
）
に
琵
琶
の
独
奏
曲
「
啄
木
」
は
見
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
の
啄
木
は
、
宋
代
の
流

行
曲
「
啄
木
」
が
院
政
期
に
渡
来
し
た
も
の
と
の
見
方
を
示
さ
れ
た
。

�
�

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
・
ネ
ル
ソ
ン
氏
は
、「
琵
琶
の
音
楽
（
調
絃
・
曲
種
・
奏
法
）
―
―
『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
を
起
点
に　

付
実
演
―
―
」（
琵
琶

実
演
：
中
村
か
ほ
る
氏
）（
二
〇
一
九
年
度�

説
話
文
学
会
・
仏
教
文
学
会
12
月
合
同
例
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
音
楽
と
文
学
―
―
『
胡
琴
教
録
』
の
作

者
は
鴨
長
明
か
―
―
」（
二
〇
一
九
年
十
二
月
七
日
、
於
二
松
学
舎
大
学
九
段
校
舎
）
に
お
い
て
、
石
上
流
泉
は
、『
碣
石
調
幽
蘭
』
曲
目
一
覧
に
そ

の
曲
名
が
見
出
さ
れ
、
同
曲
は
琴
曲
と
し
て
伝
来
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
琴
の
演
奏
伝
承
が
途
絶
え
て
行
く
中
で
琵
琶
に
移
さ
れ
た
か
と

さ
れ
、
ま
た
上
原
石
上
流
泉
は
、
石
上
流
泉
と
音
楽
的
に
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
上
流
泉
の
編
曲
か
と
さ
れ
、
楽
譜
の
初
出
は
『
源
経
信

自
筆
琵
琶
譜
』
で
あ
り
、
桂
流
で
珍
重
し
て
い
た
（『
胡
琴
教
録
』
上
「
手
」）
こ
と
か
ら
、
経
信
に
よ
る
編
曲
か
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）��

神
田
「
中
世
日
本
の
琵
琶
史
観
に
つ
い
て
」、説
話
文
学
会
二
〇
二
一
年
度
大
会
研
究
発
表
、二
〇
二
一
年
六
月
二
十
七
日
（
日
）
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
。

論
文
は
二
〇
二
二
年
度
刊
行
の
『
説
話
文
学
研
究
』
第
五
十
七
号
に
掲
載
予
定
。

（
５
）��『
日
本
文
学
誌
要
』
第
三
十
二
号
、
法
政
大
学
国
文
学
会
、
一
九
八
五
年
七
月
。

（
６
）��

た
と
え
ば
、
豊
永
聡
美
氏
『
中
世
の
天
皇
と
音
楽
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
、
第
二
部
「
天
皇
の
音
楽
の
習
得
と
御
師
」、
第
三
章
「
御

師
の
実
像
」、「
藤
原
貞
敏
」、二
二
六
頁
。
初
出
は
、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
四
号
、上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
、二
〇
〇
三
年
三
月
、原
題
は
「
藤

原
貞
敏
―
管
絃
に
秀
で
た
官
人
―
」。
猪
瀬
千
尋
氏
『
中
世
王
権
の
音
楽
と
儀
礼
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
八
年
二
月
）
第
二
部
「
空
間
と
身
体
」
第

五
章
「
琵
琶
秘
曲
伝
授
儀
礼
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」
一
四
三
頁
。

（
７
）��

中
世
日
本
の
琵
琶
史
観
が
大
筋
で
事
実
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
琵
琶
史
観
で
い
わ
れ
て
い
る
貞
敏
か
ら

貞
保
へ
の
師
資
相
承
（
実
際
は
貞
保
が
貞
敏
没
後
の
誕
生
な
の
で
成
り
立
た
な
い
）
を
、「
何
某
か
が
接
点
と
し
て
介
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

八
七

い
」
と
し
て
、
何
者
か
が
介
在
し
、
師
資
相
承
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
（
注
５
の
論
文
、

二
一
頁
下
段
）。

（
８
）��『
平
安
時
代
史
事
典
』
下
巻
、
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
四
月
、
一
八
六
三
頁
。

（
９
）��『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

日
本
三
代
実
録
』
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
四
年
七
月
、
二
二
一
～
二
二
二
頁
。

（
10
）��

原
文
は
「
於
戯
昔
聞
謝
鎮
西
」。
こ
の
解
釈
は
、
佐
伯
有
清
著
『
最
後
の
遣
唐
使
』（
講
談
社
学
術
文
庫
一
八
四
七
）
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
、

一
七
四
頁
に
よ
る
。
初
出
は
講
談
社
、
一
九
七
八
年
刊
。

（
11
）��

注
５
の
論
文
、
十
四
頁
下
段
に
、「
貞
敏
は
劉
二
郎
な
る
人
物
に
砂
金
二
百
両
を
贈
っ
て
二
～
三
ケ
月
の
間
琵
琶
曲
を
習
い
」
と
あ
る
。

（
12
）��『
文
机
談
』
の
貞
敏
琵
琶
伝
習
譚
は
、『
三
代
実
録
』
卒
伝
と
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
貞
敏
奥
書
の
二
つ
を
折
衷
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
詳
細
は
本

稿
に
続
く
別
稿
で
述
べ
る
が
、
師
の
名
前
を
『
諸
調
子
品
』
の
廉
承
武
に
拠
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
『
三
代
実
録
』
卒
伝
に
拠
っ
て
い
る
）。

菊
亭
本
で
は
巻
二
「
夢
相
事
」
～
「
三
秘
曲
伝
授
事
」
に
、
貞
敏
が
夢
告
を
得
て
、
廉
承
武
に
砂
金
三
百
両
を
贈
り
、「
秘
調
秘
曲
を
又
二
三
相
伝
」

し
た
と
す
る
。
三
秘
曲
を
伝
授
し
た
こ
と
を
示
す
部
分
だ
が
、
本
文
は
、
卒
伝
の
「
両
三
調
」
に
対
応
さ
せ
て
「
二
三
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

伏
見
宮
本
で
も
、
巻
二
の
「
夢
相
事
」
に
ほ
ぼ
同
じ
話
が
載
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
「
こ
の
秘
曲
を
さ
づ
く
」
と
あ
っ
て
、「
両
三
調
」
に
対
応
さ
せ

た
表
現
は
用
い
て
い
な
い
。
卒
伝
の
「
両
三
調
」
が
琵
琶
の
三
秘
曲
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、『
文
机
談
』
以
前
で
は
西
流
の
師
範
藤
原
孝
道
の
『
琵

琶
灌
頂
次
第
』（
元
久
二
年
〈
一
二
〇
五
〉
三
月
奥
書
）
の
、
琵
琶
の
秘
曲
の
伝
授
作
法
を
記
し
た
中
で
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

�

　
　

�

御
師
、座
に
つ
き
て
後
、人
を
め
し
て
、御
を
く
り
物
あ
る
べ
し
。
御
剣
、御
衣
、御
馬
牛
な
ど
、し
き
の
事
な
り
。
琵
琶
・
箏
な
ど
も
あ
り
。
但
、

か
や
う
の
事
、御
心
ざ
し
に
よ
る
べ
き
也
。
大
唐
琵
琶
師
劉
二
郎
に
は
、遣
唐
使
貞
敏
贈
砂
金
二
百
両
、妙
曲
を
伝
云
々
。
貞
敏
云
、「
一
言
斯
重
、

千
金
還
軽
」
な
ど
い
へ
り
。（『
図
書
寮
叢
刊　

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
一
』
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
明
治
書
院
、
一
九
八
九
年
三
月
、
二
〇
五
頁
）

�
�

こ
こ
も
『
三
代
実
録
』
卒
伝
の
、
貞
敏
が
砂
金
二
百
両
を
贈
り
、「
両
三
調
」
を
習
っ
た
と
す
る
く
だ
り
を
、
三
秘
曲
の
伝
授
と
み
な
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
『
文
机
談
』
の
引
用
は
、『
文
机
談
全
注
釈
』（
岩
佐
美
代
子
著
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
十
月
）
四
〇
～

四
一
頁
に
よ
る
。

（
13
）��『
文
机
談
』で
は
、菊
亭
本
は
巻
二
の「
玄
上
牧
馬
事
」に
、伏
見
宮
本
で
は
巻
二「
夢
相
事
」の
欠
落
箇
所
の
直
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
注
12
の『
文

机
談
全
注
釈
』
四
一
～
四
二
頁
に
よ
る
。

（
14
）��

牧
馬
に
つ
い
て
は
、
注
13
の
玄
上
に
同
じ
。
青
山
は
、『
平
家
物
語
』
に
見
え
る
話
で
、
た
と
え
ば
覚
一
本
で
は
巻
七
「
青
山
之
沙
汰
」
に
見
え
る
。

（
15
）��

佐
藤
氏
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、『
箏
相
承
系
図
』
に
、「
一
説
大
唐
女
劉
娘
、
授
掃
部
頭
藤
原
貞
敏
」
と
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
が
、「
一
説
」
で
あ
り
、

そ
の
続
き
に
「
此
説
、
琵
琶
相
伝
之
趣
因
准
歟
」
と
あ
り
、
ま
た
『
三
代
実
録
』
の
貞
敏
卒
伝
を
引
い
て
、「
案
此
説
、
貞
敏
習
新
声
、
雖
無
疑
、

殆
有
累
代
家
風
云
々
。
然
者
往
昔
有
弾
箏
曲
、
根
源
渡
朝
之
事
、
可
尋
究
」
と
し
て
、
こ
れ
を
疑
っ
て
い
る
。
箏
の
系
図
で
は
左
大
臣
源
信
が
唐
の



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

八
八

孫
賓
か
ら
学
ん
だ
の
を
は
じ
め
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
以
上
、『
箏
相
承
系
図
』
は
、『
図
書
寮
叢
刊　

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
』（
宮
内
庁
書
陵

部
編
、
明
治
書
院
、
一
九
九
五
年
三
月
）
二
六
〇
～
二
六
一
頁
。

（
16
）��『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

続
日
本
後
紀
』
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
八
月
、
九
〇
頁
。

（
17
）
磯
水
絵
先
生
著
『
院
政
期
音
楽
説
話
の
研
究
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
二
月
、
一
二
八
～
一
二
九
頁
「〈
玄
象
の
記
録
一
覧
〉」
に
よ
る
。

（
18
）
以
上
、
※
印
以
下
の
注
は
、
塩
入
良
道
校
注
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
１
』（
東
洋
文
庫
一
五
七
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
二
月
）
に
よ
る
。

（
19
）��

注
５
の
論
文
で
は
、
た
と
え
ば
十
四
頁
上
段
二
行
目
。

（
20
）��『
角
川
大
字
源
』
山
田
俊
雄
ほ
か
編
、
角
川
書
店
、
一
九
九
二
年
二
月
、
同
年
三
月
再
版
、
五
八
七
頁
。

（
21
）��『
倭
名
類
聚
抄　

元
和
三
年
古
活
字
版
二
十
巻
本
』
中
田
祝
夫
解
説
、
勉
誠
社
、
一
九
七
八
年
三
月
、
四
三
頁
下
段
。

（
22
）��「「
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
」
解
題
」、『
琵
琶
譜
』
宮
内
庁
書
陵
部
編
・
刊
、
一
九
六
四
年
三
月
。

（
23
）��「
琵
琶
の
明
匠
大
納
言
宗
俊
の
事
并
び
に
明
匠
八
人
の
事
」、
日
本
古
典
文
学
大
系
８
４
『
古
今
著
聞
集
』
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
六
年
三
月
、
二
〇
七
頁
。

（
24
）��

注
６
豊
永
氏
論
文
。

（
25
）��

福
島
氏
「
豊
永
聡
美
氏
「
藤
原
貞
敏
―
音
楽
に
秀
で
た
官
人
―
」
に
つ
い
て
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
第
六
号
、
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
、

二
〇
〇
六
年
三
月
、
二
二
三
～
二
二
四
頁
。

（
26
）��

貞
敏
の
生
没
年
は
八
〇
七
～
八
六
七
年
、
六
十
一
歳
（
前
述
『
三
代
実
録
』
卒
伝
）、
貞
保
は
八
七
〇
～
九
二
四
、五
十
五
歳
（『
日
本
紀
略
』
ほ
か
）。

（
27
）��

三
の
丸
尚
蔵
館
展
覧
会
図
録
№
76
『
書
の
美
、
文
字
の
巧
』
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
・
書
陵
部
編
、
菊
葉
文
化
協
会
、
二
〇
一
六
年
九
月
、「
琵
琶
譜
」

解
説
（
二
四
～
五
頁
）、「〈
琵
琶
譜
〉
と
〈
琵
琶
諸
調
子
譜
〉」（
二
六
～
七
頁
）。
な
お
、
池
和
田
氏
は
、
こ
の
解
説
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

�

　
　

�

こ
の
こ
と
（
※
院
禅
本
で
は
『
諸
調
子
品
』
が
紙
背
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
か
ら
、〈
琵
琶
譜
〉（
※
い
わ
ゆ
る
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
を
指
す
）

全
二
十
五
紙
の
う
ち
、「
琵
琶
諸
調
子
品
」（
第
十
六
紙
目
）
か
ら
跋
文
（
最
後
の
第
二
十
四
紙
目
）
に
至
る
計
十
紙
は
、
別
の
一
巻
を
成
し
て

い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
跋
文
は
〈
琵
琶
譜
〉
全
体
で
な
く
、「
琵
琶
諸
調
子
品
」
の
み
の
跋
文
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
十
七
頁
上
段
。
※
印
以
下
は
神
田
注
）

�
�

氏
は
、
こ
の
『
諸
調
子
品
』
末
尾
の
貞
敏
の
奥
書
を
、
基
本
的
に
は
い
わ
ゆ
る
「
伏
見
宮
本
琵
琶
譜
」
全
体
の
「
跋
文
」
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
し

か
し
、院
禅
本
で
は
、『
諸
調
子
品
』
が
紙
背
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
と
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
と
は
、「
あ
る
い
は
」

別
個
の
文
献
で
あ
る
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
あ
る
い
は
」
と
か
「
か
も
し
れ
な
い
」
の

話
で
は
な
い
。
も
と
も
と
は
別
個
の
文
献
で
あ
る
こ
と
は
、
貞
保
の
序
文
と
貞
敏
の
奥
書
の
内
容
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。



藤
原
貞
敏
に
よ
る
琵
琶
伝
習
の
実
態

八
九

問
題
は
、
い
つ
伏
見
宮
本
の
よ
う
に
、
前
半
に
貞
保
の
『
琵
琶
譜
』
を
、
後
半
に
貞
敏
奥
書
の
『
諸
調
子
品
』
を
置
く
か
た
ち
の
伝
本
が
で
き
あ
が
っ

た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
28
）�
注
12
の�
『
文
机
談
全
注
釈
』
五
〇
頁
。

（
29
）��

拙
稿
「
西
園
寺
実
兼
編
『
啄
木
調
』
考
―
―
秘
曲
「
啄
木
」
の
口
伝
書　

付
翻
刻
―
―
」（『
花
園
大
学
日
本
文
学
論
究
』
第
十
三
号
、
花
園
大
学
日

本
文
学
会
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）
で
扱
っ
た
『
啄
木
調
』
は
、
琵
琶
西
流
の
宗
匠
藤
原
孝
道
が
書
い
た
啄
木
譜
を
、
そ
の
子
孝
時
、
そ
の
孫
孝
頼
、

そ
の
弟
子
西
園
寺
実
兼
ら
が
受
け
継
ぐ
中
で
随
時
加
筆
さ
れ
、
実
兼
が
最
終
的
に
ま
と
め
た
も
の
を
、
実
兼
か
ら
そ
の
弟
子
藤
原
孝
秀
、
同
孝
重
、

そ
の
弟
子
隆
円
を
経
て
、
伏
見
宮
崇
光
院
貞
成
親
王
へ
と
渡
っ
た
譜
で
あ
り
、
琵
琶
の
最
重
要
曲
啄
木
の
譜
が
、
西
流
師
範
家
か
ら
西
園
寺
家
を
経

て
、
伏
見
宮
家
へ
と
渡
っ
て
い
く
過
程
が
う
か
が
え
る
。
伏
見
宮
家
に
現
在
伝
わ
る
も
の
の
中
に
は
、『
図
書
寮
叢
刊　

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
三
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
流
師
範
孝
道
周
辺
の
楽
譜
・
楽
書
が
多
く
あ
り
、
西
流
師
範
家
か
ら
西
園
寺
家
を
経
て
伏
見
宮
家
に
渡
っ
た
楽
譜
・

楽
書
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
30
）��

注
22
の
解
題
、
一
頁
。

（
31
）��

注
３
の
早
川
氏
論
考
。

（
32
）��

注
８
の
書
、
角
田
文
衞
「
総
説
」（
一
八
頁
）。

（
33
）��『
雅
楽
―
古
楽
譜
の
解
読
―
』
東
洋
音
楽
学
会
編
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
九
年
十
二
月
。

（
34
）��

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
尊
卑
分
脈
』
第
二
編
、
黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
四
月
、
五
四
四
頁
。

（
35
）��

新
日
本
古
典
文
学
大
系
41
『
古
事
談
・
続
古
事
談
』
川
端
善
明
・
荒
木
浩
校
注
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
十
一
月
、
五
三
七
頁
。

（
36
）��

伏
見
宮
本
（
伏
一
五
〇
六
）
の
紙
焼
き
写
真
よ
り
翻
刻
。
濁
点
・
句
読
点
・
鉤
括
弧
な
ど
を
補
っ
た
。
小
字
の
〔　

〕
内
は
、
会
話
の
話
者
。
な
お
、

伏
見
宮
本
の
翻
刻
『
図
書
寮
叢
刊　

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
二
』（
前
掲
注
15
に
既
出
）
で
は
四
五
頁
。

（
37
）��

注
33
の
書
、
二
七
四
頁
。

（
38
）��

注
18
の
書
。

（
39
）��

八
月
八
日
条
に
、
第
四
船
に
乗
船
の
「
五
名
」
が
「
身
腫
れ
て
死
せ
り
」
と
見
え
、
同
十
七
日
条
に
は
、
船
師
佐
伯
金
成
が
下
痢
で
没
し
た
こ
と
、

同
二
十
一
日
条
に
は
水
手
長
佐
伯
全
継
の
死
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）��

注
５
の
論
文
、
二
三
頁
上
段
に
、「『
三
代
実
録
』
の
完
成
時
は
既
に
孫
や
曽
孫
の
時
代
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
か
よ
う
な“

異
伝”

が
生
じ
て

い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

（
41
）��

注
17
の
書
、
一
九
五
～
一
九
六
頁
。

（
か
ん
だ　

く
に
ひ
こ
／
本
学
専
任
講
師
）



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

九
〇

表
１　

貞
保
親
王
撰
『
琵
琶
譜
』
及
び
藤
原
貞
敏
奥
書
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
伏
見
宮
本
・
院
禅
本
内
容
対
照
表

伏
見
宮
本
（
伏
二
〇
七
一
、「
平
安
中
期
十
一
世
紀
前
後
」
写
）

院
禅
本
（
伏
一
〇
二
六
、
南
北
朝
写
）

琵
琶
譜
序

琵
琶
譜
序

「
夫
琵
琶
者
…
後
日
之
張
本
而
已
」（
延
喜
廿
一
年
秋
、
貞
保
親

王
記
）

「
夫
琵
琶
者
…
後
日
之
張
本
而
已
」（
延
喜
廿
一
年
秋
、
貞
保
親

王
記
）

（
目
録
）「
調
子
并
十
四
」

（
目
録
）「
調
子
并
十
四
」

　
　

風
香
調
四　

返
風
香
調
四　

黄
鐘
調
四

　
　

風
香
調
四　

返
風
香
調
四　

黄
鐘
調
四

　
　

手
弾
黄
鐘
二　

返
黄
鐘
調
呂
声
調
子
二

　
　

手
弾
黄
鐘
二　

返
黄
鐘
調
呂
声
調
子
二

　
　

清
調
返
清
調
品
等　

用
手
法

　
　

清
調
返
清
調
品
等　

用
手
法

　
　

調
子
品
法　

案
譜
法

　
　

調
子
品
法　

案
譜
法

風
香
調
丘
泉
一
手

風
香
調　

丘
泉
一
手

（
譜
）

（
譜
）

同
調
丘
泉
二
手

同
調　

丘
泉
二
手

（
譜
）

（
譜
）

同
調
丘
泉
三
手

同
調　

丘
泉
三
手

（
譜
）

（
譜
）

同
調
白
力
相
手

同
調　

白
力
相
手

（
譜
）

（
譜
）

返
風
香
調
丘
泉
一
手

返
風
香
調　

丘
泉
一
手
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九
一

（
譜
）

（
譜
）

同
調
丘
泉
二
手

同
調　

丘
泉
二
手

（
譜
）

（
譜
）

同
調

同
調

（
譜
）

（
譜
）

同
調

同
調

（
譜
）

（
譜
）

黄
鐘
調
律
音

黄
鐘
調　

律
音

（
譜
）

（
譜
）

同
調
律
音

同
調　

律
音

（
譜
）

（
譜
）

同
音
呂
音

同
音　

呂
音

（
譜
）

（
譜
）

黄
鐘
調
手
弾

黄
鐘
調　

手
弾

（
譜
）

（
譜
）

又
説
（
譜
）

又
説
（
譜
）

同
調
手
弾

同
譜　

手
弾

（
譜
）

（
譜
）

手
弾
用
手
法

手
弾
用
手
法



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

九
二

（
識
語
）「
大
略
如
是
委
曲
用
口
伝
耳
」

（
識
語
）「
大
略
如
是
委
曲
用
口
伝
耳
」

（
以
下
な
し
）

調
子
十
一
条
同
元
梁
荀
之
撰

　

一
越
調　

沙
陀
調

　

平
調　

性
調　

大
食
調　

乞
食
調

　

双
調　

水
調　

黄
鐘
調　

盤
渉
調

曲
百
三
十
七
条
無
之

　

一
越
調
十
五
条
…
…　

沙
陀
調
十
五
条
…
…

　

平
調
廿
九
条
…
…　

性
調
九
条
…
…　

道
調
一
条
…
…

　

太
食
調
廿
五
条
…
…　

乞
食
調
五
条
…
…　

双
調
四
条
…
…

　

水
調
五
条
…
…　

黄
鐘
調
十
六
条
…
…

　

盤
渉
調
十
七
条
…
…　

忩
調
二
四
…

　

黄
鐘
調
六
三
…
…　

一
越
調
一
二
…
…

　

平
調
二
三
…
…　

盤
渉
調
七
四
…
…

　

沙
陀
調
一
二
…
…　

无
調
上
一
五
下
三
八

　

平
調
…
…

（
一
行
余
白
）

調
子
品

　

上
音
風
香
調　

中
音
浄　

下
音
黄
鐘
調

　

風
香
調

　

風
香
調
…
…　

返
風
香
調
…
…

　

返
風
香
調

　

黄
鐘
調
…
…　

清
調
…
…



藤
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九
三

　

黄
鐘
調

　

清
調

　

其
琵
琶
調
子
品
、
其
数
繁
多
、
忽
不
可
弾
尽
。
然
貞
敏
朝
臣
、

究
弾
諸
調
、
無
所
不
貫
。
綜
而
或
其
音
不
殊
美
、
或
合
笛
多
迂
。

仍
定
四
調
備
雅
楽
〈
是
四
調
子
則
是
也
。
故
陸
奥
介
良
春
之
所

謂
伝
也
〉。
若
多
欲
知
諸
調
、
周
案
譜
可
覚
。
必
不
可
拘
師
伝
。

案
譜
法

其
琵
琶
調
子
品
、
其
数
繁
多
、
忽
不
可
弾
尽
。
然
貞
敏
朝
臣
、

究
弾
諸
調
、
無
所
不
實
。
綜
而
或
其
音
不
殊
美
、
或
合
笛
多
迂
。

仍
定
四
調
備
雅
楽
〈
是
四
調
子
則
是
也
。
故
陸
奥
介
良
春
之
謂

伝
也
〉。
若
多
欲
知
諸
調
、
同
案
譜
可
覚
。
必
不
可
拘
師
伝
。

案
譜
法
并
絃
名

　

絃
名

　
（
絃
名
）

　

今
案
、
諸
譜
如
唐
譜
。
只
押
一
柱
弾
之
。
如
師
伝
打
加
多
絃

而
弾
之
。
又
唐
譜
、
少
注
音
師
伝
多
注
音
加
以
諸
調
子
譜
中
皆

有
品
絃
（
以
下
料
紙
欠
落
か
）

今
案
、
諸
譜
如
唐
譜
。
只
押
一
注
之
。
如
師
伝
打
加
多
絃
而
弾

之
。
又
唐
譜
、
少
注
音
師
伝
多
注
音
加
以
諸
調
子
譜
中
皆
有
品

絃
而
世
不
弾
伝
如
是
事
、
須
依
准
于
本
自
所
伝
師
説
手
以
意
消

息
可
不
可
必
守
膠
柱
之
。

（
以
下
な
し
）

琵
琶
調
子
譜

風
香
調
一
手

（
譜
）

二
手

（
譜
）

同
二
手

（
譜
）

同
調
三
手　

陳
太
娘



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

九
四

（
譜
）

四
手

（
譜
）

同
調

（
譜
）

同
手

（
譜
）

返
風
香
調　

丘
泉
一
手

（
譜
）

二
手　

丘
泉

（
譜
）

三
手　

番
仮
宗

（
譜
）

同
調
四
手　

白
力
相

（
譜
）

同
調

（
譜
）

黄
鐘
調　

一
手

（
譜
）



藤
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九
五

二
手

（
譜
）

返
黄
鐘
調

（
譜
）

同
調

（
譜
）

清
調

（
譜
）

双
調

（
譜
）

絃
名
并
暗
譜
法

末
尾
「
委
曲
用
口（
マ
マ
）

伝
可
」

（
以
下
余
白
七
行
）

（
料
紙
変
わ
る
。
筆
跡
、
書
式
は
同
じ
）

（
以
下
紙
背
、
同
筆
）

琵
琶
諸
調
子
品

琵
琶
諸
調
子
品

　

壱
越
調　
平
調
品
之
内
但
以
絃
合
別
之

　

壱
越
調　
平
調
品
之
内
但
以
絃
合
別
之

　

絃
合

　

絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

九
六

　

壱
越
上
調

　

壱
越
上
調

　

絃
合

　

絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）

　

沙
陀
調　
平
調
之
内
絃
合

　

沙
陀
調　
平
調
之
内
絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）

　

双
調

　

双
調

　

絃
合

　

絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）

　

平
調

　

平
調

　

絃
合

　

絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）

　

大
食
調

　

大
食
調

　

絃
合

　

絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）

　

乞
食
調

　

乞
食
調

　

少
食
調

　

少
食
調

　

道
調

　

道
調

　

絃
合

　

絃
合

　

（
譜
）

　

（
譜
）



藤
原
貞
敏
に
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る
琵
琶
伝
習
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九
七

　

黄
鐘
調

　

黄
鐘
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

大
黄
鐘
調

　

大
黄
鐘
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

水
調

　

水
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

万
渉
調

　

万
渉
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

風
香
調

　

風
香
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

返
風
香
調

　

返
風
香
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

仙
女
調

　

仙
女
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

林
鐘
調

　

林
鐘
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

清
調

　

清
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合
（
譜
）

　

殺
孔
調

　

殺
孔
調



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

九
八

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合

（
譜
）

　

難
調

　

難
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合

（
譜
）

　

仙
鶴
調

　

仙
鶴
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合

（
譜
）

　

鳳
凰
調

　

鳳
凰
調

　

鴛
鴦
調

　

鴛
鴦
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合

（
譜
）

　

南
品
調

　

南
品呂
歟

調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合

（
譜
）

　

玉
神
調

　

玉
神
調

　

絃
合
（
譜
）

　

絃
合

（
譜
）

　

碧
玉
調

（
な
し
）



藤
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に
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琵
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九
九

　

絃
合
（
譜
）

（
な
し
）

　

啄
木
調
（
※
絃
合
な
し
）

　

啄
木
調
（
※
絃
合
な
し
）

　
（
奥
書　

大
唐
開
成
三
年
九
月
廿
九
日
藤
原
貞
敏
）

（
奥
書　

大
唐
開
成
三
年
九
月
廿
九
日
藤
原
貞
敏
）

（
奥
書
）「
治（
一
〇
六
九
）

暦
五
年
三
月
廿
六
日
於
東
山
書
了
僧
院
禅
」



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

一
〇
〇

表 2　『入唐求法巡礼行記』に見る貞敏の動向
（貞敏に関係する記事の中から主なものを抜粋した。ゴシックは貞敏の名が見えるも
の。それ以外は貞敏の名は見えないが、貞敏も行動をともにしていると思われるもの。
【　】内は『琵琶諸調子品』貞敏奥書の内容。＊以下は神田注。〔　〕は推定または補訂。
原文の訓読は東洋文庫本により、私訂を加えた）

日時 事項
承和5年（838）
6月13日 円仁、第一船に乗船。風を待ち、博多で三日間停泊（5頁）。＊後

述11月29日条に、「第一船の〔准〕判官藤原朝臣貞敏」とあるので、
貞敏は円仁らとともに第一船に乗船したらしい。以下、貞敏は第
一船に乗船したものとみなして記す。

同17日 出帆。志賀の島に到り、風を待って五日間停泊（5頁）。
同23日 有救島に到る。出帆（5頁）。
同24日 第四船と別れる（5頁）。
同29日 遠方に火の光を見る（8頁）。
7月2日 西方に島あり。迎船来たる。円仁ら、揚州海陵県白潮鎮桑田郷東

梁豊村に到る（8〜 9頁）。
＊なお、円仁が伝え聞いた話として、以下の事項を記す。1日に
壬生開山を遣わして救船を求めさせ、大使藤原常嗣らは29日に別
艇を出して揚子江口の葦原の間に漂着。大使らの船は揚子江口の
浅瀬で船底がついて動かなくなり、「判官以下」が纜を取って船
を引いたという。貞敏は大使らに同行したか（貞敏は准判官）（9
〜 11頁）。

同3日 掘港に着く。白潮口に到り、唐人らより第四船が北海に着いた由
を聞く。円仁ら、白潮鎮で先行していた大使らと合流。延海村の
国清寺に宿泊（10 〜 11頁）。

7月24日 海陵県西池寺に宿泊。午前10時、遣唐使以下西池寺を出発（26頁）。
申の刻（16時）、宜陵館に着く。「准判官藤原貞敏、卒爾に下痢せ
るにより、諸船は此の舘の前に於いて停泊す。両僧（※円仁・円
載）、船を下りて病者を看問す」（26〜 27頁）。

同25日 揚州に着き、大使らは上陸して宿泊。留学僧らは船にとどまる（27
頁）。

同26日 円仁ら、船を下りて、江南の官店に宿泊する（27頁）。＊その後、
留学僧らは開元寺に移ってそこを宿所とするが、その他はこの江
南の官店が宿所となったか。

8月1日 円仁ら、使衙（遣唐使本部）に請益僧らを台州国清寺に行くこと
を請う牒を出す（36頁）。

同3日 台州国清寺に行くことを請う牒状を観察府に提出する（36頁）。
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日時 事項
【8月7日】 【国使藤原常嗣、王友真を通じて牒状を揚州観察府に琵琶博士の

派遣を依頼（『琵琶諸調子品』貞敏奥書）】
同10日 揚州観察府、勾当日本国使王友真を通じて、円仁ら一行に、揚州

開元寺にとどまるよう、通達する（39頁）。＊王友真は、遣唐使
節担当の官を勤めた人物で、『琵琶諸調子品』貞敏奥書にも登場
する。

同24日 揚州観察府の命で、円仁・円載らは江南官店を出て開元寺に移住
する（40頁）。

【9月7日】 【揚州観察府、牒状により、琵琶博士で、州衙〔州の役所〕の前
第一部の廉承武（生年八十）を派遣。開元寺の北の水館で、貞敏
に「弄調子」を伝習する（『琵琶諸調子品』貞敏奥書）】

同9日 節度使李相公、日本国使のために宴会を催す。大使は出席せず、
判官以下集まる（42頁）。＊「判官以下」とあるので貞敏も参加
したか。

同16日 李相公より、請益僧らの台州派遣は、遣唐大使が長安に行き、そ
こで許可を得ることとなるだろうという（43 〜 44頁）。

同29日 節度使李相公、長安行きの人々のため、水館（水路の官設宿舎）
で送別会を開く（44頁）。

【同日】 【貞敏への琵琶伝習終わる。廉承武より譜（『琵琶諸調子品』）を
贈られ、その旨を同譜巻末に記す（『琵琶諸調子品』貞敏奥書）】

10月4日 長安行きの官人は、大使藤原常嗣、判官長岑高名、同菅原善主、
録事高岳百興、同大神宗雄、通事大宅年雄、請益生伴須賀雄、真
言請益僧円行ら、雑職（職事官）以下35名（45頁）。

同5日 長安行き一行、船に乗り、長安へ向け出発（46頁）。
11月29日 「第一船の〔准〕判官藤原朝臣貞敏、先ごろより病に臥して辛苦す。

殊に発心して、妙見菩薩・四天王の像を画作せんと擬す。仍つて、
此の日を以つて、大使の傔人粟田家継をして、此の寺に到りて仏
を画く処を定めしむ」（71頁）＊このころ、円仁ら、天台山行き
の勅許を待って、引き続き揚州開元寺に滞在。

12月2日 「本国留後の官（※揚州残留の藤原貞敏を指す）、惟正らをして受
戒せしむる為に、更に〔李〕相公に帖（牒）す。先の帖（牒）は
所由に送ると雖も、しかしながら勾当王友真、路間に失却す。仍
つて今更に帖を送るなり」（71頁）＊貞敏はついに出家、受戒を
望むが、使に立った王友真は李相公に届ける途中でその牒を紛失
したという。貞敏を揚州残留の官と記しているから、長安に行か
なかったことはここからも明らかである。

同5日 「（妙見菩薩・四天王の）図画の事畢んぬ」（71頁）



日
　
本
　
文
　
学
　
論
　
究

一
〇
二

日時 事項
同9日 「本国の〔准〕判官藤原朝臣貞敏は、開元寺に於いて斎を設く。

五貫六百文を出し、食を作りて新たに画ける阿弥陀仏・妙見菩薩・
四天王の像、並びに六十余僧を供養す。且は斯の日を以つて、竜
興寺法花院の壁にある南岳〔慧思〕・天台〔智顗〕、両大師の像を
写さしむ」（73頁）。

同18日 遣唐大使ら一行、12月3日に長安に到るの報届く（73頁）。＊12月
2日の時点で、貞敏は揚州にいた。『三代実録』貞敏卒伝に「上都
（長安）に達し」た（原漢文）とするのは誤り。

開成4年（承和6
年、839）
1月21日 遣唐大使らの昨年12月6日付の手紙が届く（80頁）。
2月6日 揚州観察府、揚州残留の一行に対し、天子の勅による禄を支給す

る（120頁）。
同8日 長安より、天台山行きの勅許が得られなかった旨の手紙が届く

（120頁）。
〔同12日〕 〔長安行き一行、楚州に到着し、滞在（121頁。2月20日条）〕。
2月17・18日 楚州に向かうため官私の雑物を船に載せる。請益・留学の僧らは

開元寺を出て、平橋館に移って船を待つ（120 〜 121頁）。
同19日 早朝、諸官人は州の役所に行き、揚州節度使李徳裕に拝謁。申の

時（16時）乗船（121頁）。
同20日 長安行き一行のうちの十余人帰還。大使らは12日に楚州到着と聞

く。未の時（14時）出発（121頁）。
同24日 申の刻（16時）、楚州着。揚州残留の判官（※貞敏らか）、録事ら

は下船して大使らに会う。夕刻、円仁らの僧も大使に会い、天台
山行きの勅許が降りなかったこと、その理由が遣唐使一行の帰朝
が迫っているから天台山まで行ってくる時間がないというもので
あったこと、留学僧の円載だけは天台山行きが許されたことなど
を聞く（123頁）。

同28日 円載、天台山へ向け出発（126頁）。
3月5日 円仁、唐に留まりたい旨の書状を大使常嗣に送ると大使は、引き

とどめることはしないが、唐の国の政治は厳しいから、罪に問わ
れ、悩むことにならないか、よく考えよとのことであった（127
頁）。

同22日 帰朝の一行、酉の時（18時）に出発。船頭は第一船は大使常嗣、
第二船は長岑判官、第三船は菅原判官、第四船は藤原貞敏判官、
第五船は伴判官。円仁、第二船に乗る（128頁）。＊以後、一行は
准河を下る。なお、船は全九隻。第六船以下の船頭は記載なし。
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同23日 円仁、延暦寺に送る手紙を、大使の従者で絵師の粟田家継に託す

（128 〜 129頁）。
4月1日 （3月29日に河口に出て）大使ら一行は上陸し、渡海の順路につい

て議論（130 〜 131頁）。
同5日 大使ら一行、ここより渡海することを決意。円仁ら四人は唐に留

まる。辰の時（8時）出航。円仁ら、これを見送る（132 〜 133頁）。
＊その後、円仁はすぐ捕らえられ、第二船に乗る。

7月23日 （以後大使一行九隻は山東半島沿岸を北行し、天候の回復を待つ。
山東半島突端の）赤山浦より渡海（178 〜 179頁）。＊円仁らはわ
ざと取り残されて唐の国に留まることを得る。

〔8月14日〕 〔大宰府より、第六船の船頭大神宗雄ら帰着の報、都に届く。一
行は新羅の西南岸に沿って航行（『続日本後紀』）〕

〔8月24日〕 〔大宰府より、大使藤原常嗣ら（貞敏含む）率いる七隻、松浦郡
生属嶋に帰着の報、都に届く（『続日本後紀』）〕

〔9月16日〕 〔大使ら一行、帰洛（『続日本後紀』）〕＊第二船はその後南海の賊
地に漂着、苦節を経て、大隅国に着いたことがわかったのは翌年
の4月8日、6月18日であった。

※�作成にあたっては、深谷憲一氏訳の『入唐求法巡礼行記』（中公文庫、1990 年 11 月）、
佐伯有清著『最後の遣唐使』（講談社学術文庫、2007 年 11 月）を参照した。




